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１章 再処理施設との共用及び取り合いに係る変更の

概要，変更に伴う設計方針等
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１．変更の概要 

（１）ＭＯＸ燃料加工施設へのＭＯＸ粉末（混合酸化物貯蔵容器）

の払い出し及びそれに伴う共用 

ＭＯＸ燃料加工施設（以下「加工施設」という。）の燃料加工

建屋は，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

の南側に隣接する形で設置し，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋とは貯蔵容器搬送用洞道を介して接続する。 

これに伴い，加工施設の貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋

の一部は，再処理施設の負圧管理の境界として，再処理施設のウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の撤去壁の撤去後に再処

理施設と共用する。 

共用の範囲には，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する３時間以

上の耐火能力を有する扉及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋

との境界部に設置する扉を含む。 

再処理施設の粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器を共用するととも

に，加工施設の洞道搬送台車を再処理施設と共用し，当該洞道搬

送台車を用いて，再処理施設に貯蔵しているＭＯＸ粉末充てん済

の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器を受け入れる。 

また，加工施設にてＭＯＸ粉末を取り出した空の粉末缶を収納

した混合酸化物貯蔵容器を再処理施設に払い出す。 

さらに，加工施設で開封できない混合酸化物貯蔵容器又は粉末

缶が発生した場合に備え，加工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉

末充てん済の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器を再処理施設

に払い出せる設計とする。 
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変更範囲に関する概要図を第１図に示す。 

また，共用する再処理施設の粉末缶，混合酸化物貯蔵容器の仕

様，再処理施設と共用する洞道搬送台車の仕様を以下に示す。 

洞道搬送台車の関連設備の概要図を第２図に示す。 

 

① 混合酸化物貯蔵容器（再処理施設と共用）  

ａ． 主要な構成材  

ステンレス鋼  

ｂ．火災等による損傷の防止  

主要な構造材は，不燃性又は難燃性の材料を使用する。  

ｃ． 閉じ込めの機能  

フランジ構造の蓋を取り付けて粉末缶を封入することによ

り，閉じ込め機能を確保する。  

② 容器（粉末缶）（再処理施設と共用）  

ａ． 主要な構成材  

アルミニウム合金 

③ 洞道搬送台車（再処理施設と共用）  

ａ．設置場所  

貯蔵容器受入第１室，貯蔵容器搬送用洞道及び再処理施設

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ｂ．個数  

１台  

ｃ．主要な構成材  

鋼材，ステンレス鋼及びポリエチレン  

ｄ．火災等による損傷の防止  
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本装置で使用するポリエチレンは，ステンレス鋼製のカバ

ーで覆う設計とする。  

ｅ．遮蔽  

遮蔽として，ステンレス鋼及びポリエチレンを用いる設計

とする。  

ｆ．搬送機器  

搬送機器は，混合酸化物貯蔵容器の落下及び逸走を防止す

る設計とする。  

ｇ．構成機器  

洞道搬送台車，軌道レール，自動充電装置，無線送受信装

置及び気密扉 

 

【補足説明資料１】 
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第１図 変更範囲に関する概要図（平面図）
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第２図 洞道搬送台車の関連設備 
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（２）（１）で共用する設備以外の共用 

   加工施設は，再処理施設と同じ敷地に設置されるため，以下の設備

を共用する。 

ａ．海洋放出管理系 

海洋放出管理系は，加工施設の排水口から排出した排水を，再処理

施設の第１放出前貯槽及び第１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管

の海洋放出口から海洋へ放出する設計とする。加工施設から排出した

排水が通過する再処理施設の経路を，加工施設と共用する。 

【補足説明資料２】 

ｂ．低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系 

再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ドラム缶又は金属製角

型容器に封入した雑固体（固型化処理した油類を含む。）を固体廃棄

物として保管廃棄する。再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系を，

加工施設と共用する。 

【補足説明資料３】 

ｃ．放射線管理施設 

放射線管理施設の一部は，再処理施設と以下のとおり共用する。 

 （ａ）屋外管理用の主要な設備 

  ⅰ．環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，

加工施設に放射能測定装置を備える。再処理施設の放射能測定装置

を，加工施設と共用する。 

【補足説明資料４】 

 

  ⅱ．環境モニタリング設備 



1－7 

周辺監視区域境界付近に空間放射線量率の監視を行うためのモニ

タリングポスト，空間放射線量の測定のための積算線量計及び空気

中の放射性物質の濃度を監視するためのダストモニタを設ける。再

処理施設のモニタリングポスト，ダストモニタ及び積算線量計を，

加工施設と共用する。 

    【補足説明資料４】 

ⅲ．環境管理設備 

敷地内に気象を観測する気象観測設備を設ける。また，敷地周

辺の放射線モニタリングを行う放射能観測車を備える。 

再処理施設の気象観測設備の風向風速計，温度計，日射計，放射

収支計及び雨量計並びに放射能観測車を，加工施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

（ｂ）屋内管理用の主要な設備  

ⅰ．個人管理設備 

放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者の個人被ば

く管理のため，外部被ばくによる線量当量を測定する個人線量計，

内部被ばくによる線量を評価するホールボディカウンタ等を備える。

個人線量計及びホールボディカウンタを，再処理施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｄ．受変電設備 

再処理施設の受変電設備は，受電開閉設備，受電変圧器，6.9kⅤ常

用主母線，6.9kⅤ運転予備用主母線等で構成する。受変電設備は，東

北電力株式会社の 154kⅤ送電線２回線で受電し，所要の電圧に降圧し，

6.9kⅤ常用主母線及び 6.9kⅤ運転予備用主母線に給電する設計とする。

再処理施設の受変電設備を，加工施設と共用する。 
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6.9kⅤ運転予備用主母線は，再処理施設の第２運転予備用ディーゼ

ル発電機からも給電できる設計とする。再処理施設の第２運転予備用

ディーゼル発電機を，加工施設と共用する。 

【補足説明資料５】 

ｅ．給水処理設備 

   再処理施設の給水処理設備は，加工施設にろ過水を供給できる設計

とする。加工施設にろ過水を供給する再処理施設の系統を，加工施設

と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｆ．一般蒸気系の燃料貯蔵設備 

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備は，加工施設の燃料油供給設

備へ燃料油を供給する。再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備を，加

工施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｇ． 消火水供給設備 

再処理施設の消火水供給設備は，屋内消火栓及び屋外消火栓に消火

水を供給できる容量を有する設計とする。 

再処理施設の消火水供給設備を，加工施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｈ．緊急時対策所 

緊急時対策所は，加工施設で設計基準事故が発生した場合に，再処

理施設と同じく対策活動を実施することから，再処理施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｉ．不法侵入等防止設備 

 再処理施設の人の容易な侵入を防止できる障壁，探知施設，通信連
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絡設備及び不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与

え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの

防止に係る設備は，再処理施設及び加工施設で同じ設備を使用するこ

とから，加工施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｊ．通信連絡設備 

 （ａ）所内通信連絡設備 

警報装置のページング装置並びに所内通信連絡設備の所内携帯電

話及びページング装置は，再処理施設及び加工施設で同じ設備を使

用することから，再処理施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

 （ｂ）所外通信連絡設備 

再処理施設の所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ-ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理施設と加工施設で同じ設

備を使用することから，加工施設と共用する。 

   【補足説明資料４】 

ｋ．第１非常用ディーゼル発電機 

再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機は，環境モニタリング設備の

モニタリングポスト及びダストモニタの電源復旧までの期間の電源を確保

するため，環境モニタリング設備のモニタリングポスト及びダストモニタ

に接続する設計とする。再処理施設の第１非常用ディーゼル発電機から環

境モニタリング設備のモニタリングポスト及びダストモニタに接続する再

処理施設の非常用交流電源設備の系統は，加工施設と共用する。 
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【補足説明資料４】 

 

（３）（１）及び（２）の変更に伴う設備変更等 

  ａ．海洋放出管理系の追加 

   加工施設からの排水を第１放出前貯槽に受け入れできるよう，海洋

放出管理系を追加する。  

   

以下，（１）から（３）の変更をまとめて称する際は「本変更」と

いう。また，本変更に伴い，加工事業許可申請書の本文，添付書類五

を変更する。 

【補足説明資料６】 
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２．要求事項に対する適合性 

「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」，「加工施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規

則」という。）等の関係法令の要求を満足するとともに，以下の方針に基

づく設計とする。 

一．加工施設の位置，構造及び設備 

ロ．加工施設の一般構造 

(ト) その他の主要な構造 

(６) 安全機能を有する施設に関する基本的な考え方 

③ 加工施設の貯蔵容器搬送用洞道，燃料加工建屋の一部及び洞道搬送

台車並びに再処理施設の不法侵入等防止設備，粉末缶，混合酸化物貯

蔵容器，放射線管理施設の一部，受変電設備，第２運転予備用ディー

ゼル発電機，工業用水を供給する給水処理設備等は，再処理施設又は

廃棄物管理施設と共用するが，加工施設は，共用によって安全性を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  については主要な変更箇所を示す。 
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３．規則への適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがな

いようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措

置を講じたものでなければならない。 

２ 臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総量に対する比

率は百分の五を超えるものに限る。）又はプルトニウムを取り扱う加工

施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備

を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 

安全機能を有する施設は，以下の核燃料物質の臨界防止に係る基本的

な設計方針に従い，通常時に予想される機械又は器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，

核燃料物質が臨界に達するおそれがない設計とする。 

(１) 単一ユニットの臨界安全 

① 単一ユニットの設定 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，

取扱制限値（設備・機器で取り扱う値を基に定めた運転管理上の制

限値）を設定することにより臨界を防止する。取扱制限値の設定は，

核燃料物質の取扱い上の一つの単位である単一ユニットに対して

行うことにより，従来の核的制限値としての役割も担う。 

② 単一ユニットの取扱制限値の考え方 

ａ．核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のう

ち，その形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法
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について適切な取扱制限値を設ける。 

ｂ．上記ａ．の形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニッ

トとしてのグローブボックスについては，取り扱う核燃料物質

自体のＰｕ＊質量（プルトニウム－239，プルトニウム－241 及

びウラン－235 の合計質量），プルトニウム富化度（ウラン質量

とプルトニウム質量に対するプルトニウム質量の割合）及び含

水率（ＭＯＸ質量と水分質量に対する水分質量の割合）につい

て適切な取扱制限値を設ける。この場合，誤操作等を考慮して

も工程室内の核燃料物質が上記の取扱制限値を超えないよう，

信頼性の高いインターロックにより，取扱制限値以下であるこ

とが確認されなければ次の工程に進めない設計とする。 

ｃ．核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃

料物質が入るおそれのある設備・機器についても上記ａ．又は

ｂ．を満足するように設計する。 

③ 取扱制限値の設定 

ａ．取扱制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質の

プルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速

条件，中性子吸収材を考慮し， も厳しい結果を与えるよう，

中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又

は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

ｂ．取扱制限値を定めるに当たって，参考とする文献は，公表され

た信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値と

の対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用

する。 

ｃ．取扱制限値は，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算
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し，未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子実

効増倍率が0.95以下）となる値を設定する。 

ｄ．取扱制限値の維持及び管理については，起こるとは考えられな

い独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しな

いように設計する。 

 (２) 複数ユニットの臨界安全 

二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，核

的に安全な配置としたユニット相互間における間隔を維持すること

により， も厳しい状態においても臨界に達しない設計とする。 

① 複数ユニットにおける核的に安全な措置 

ａ．核的に安全な配置を定めるに当たっては， も厳しい結果を

与えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，

かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見

込む。 

ｂ．核的に安全な配置を定めるに当たって，参考とする文献は，公

表された信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実

験値との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたもの

を使用する。 

ｃ．単一ユニット間は，臨界計算コードによって中性子実効増倍率

を計算し，未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中

性子実効増倍率が0.95以下）となるように配置する。 

ｄ．核的に安全な配置の維持については，起こるとは考えられない

独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない

ように設計する。 

ｅ．核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時
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に作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないよう

に構造強度を持つ構造材を用いて固定する。なお，固定すること

が困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互

間の間隔を維持するための剛構造物を取り付ける又は設計上，移

動範囲を制限する。 

ｆ．核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処理）施設において

は，核燃料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質

を受け入れる工程が取扱制限値を満足する状態にならなければ，

移動することができない設計とする。 

ｇ．核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，核燃

料物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物

質を安全に保持する設計とする。 

 

 第２項について 

設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の取扱方法から，加工

施設で臨界が発生することは想定されない。 

 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に

閉じ込めることができるものでなければならない。 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ込める機能を

有する設計とするため，以下の設計を行うものとする。 
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（解釈） 

１ 第４条に規定する「限定された区域に適切に閉じ込める」とは，放射

性物質を系統，機器等に閉じ込めること，又は漏えいした場合において

も，系統若しくは機器を収納するグローブボックス，構築物等の内に保

持することをいう。 

(１) 安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された区域に適切に閉

じ込めるために，系統，機器又はグローブボックスに放射性物質を閉じ

込め，漏えいした場合においても，工程室及び燃料加工建屋内に保持す

ることができる設計とする。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

一 放射性物質を収納する系統及び機器は，放射性物質の漏えいを防止で

きる設計であること。また，内包する物質の種類に応じて適切な腐食対

策が講じられていること。 

(２) 放射性物質を収納する系統，機器又はグローブボックス等は，放射

性物質の漏えいを防止できる設計とする。 

① 放射性物質を収納する系統及び機器は，溶接，フランジ又は継手で

接続する構造とし，放射性物質の漏えいを防止する設計とする。 

② グローブボックス等は，グローブボックス排気設備と組み合わせ，

負圧を維持することで放射性物質の漏えいを防止できる設計とする。 

③ グローブボックスは，給気口及び排気口を除き密閉できる構造とし，

放射性物質が漏えいしにくい構造とする。 
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グローブボックスは，室内空気を吸引又は窒素ガスを給気し，排気

ダクトを介してグローブボックス排風機の連続運転によって排気する

とともに，ダンパ等の調整により負圧に維持する。また，グローブ１

個が破損した場合でもグローブポートの開口部における空気流入風速

を設定値以上に維持する設計とする。グローブボックス内及び焼結炉

及び小規模焼結処理装置（以下，「焼結炉等」という。）内の気圧が設

定値以上になった場合は，当該グローブボックス近傍，焼結炉等の近

傍及び所定の制御室並びに中央監視室に警報を発する設計とする。 

④ 焼結炉は，グローブボックスと同等の閉じ込め機能を確保するため，

炉体は溶接構造等とし，核燃料物質が漏えいしにくい構造とする。炉

体の前部及び後部はグローブボックスにフランジで接続する構造とす

る。また，グローブボックス排風機の連続運転加え，排ガス処理装置

の補助排風機の運転によって炉体内部を負圧に維持する設計とする。 

⑤ スタック乾燥装置は，グローブボックスと同等の閉じ込め機能を確

保するため，乾燥機は溶接構造等とし，核燃料物質が漏えいしにくい

構造とする。乾燥機の前部及び後部はグローブボックスにフランジで

接続する構造とする。また，グローブボックス排風機の連続運転によ

って乾燥機内部を負圧に維持する設計とする。 

乾燥機内にアルゴンガスを供給する際は，アルゴンガスを循環する

とともに，グローブボックス排風機の連続運転によって一部のアルゴ

ンガスを排気することにより，乾燥機内部を負圧に維持する設計とす

る。 

⑥ 小規模焼結処理装置は，グローブボックスと同等の閉じ込め機能を

確保するため，炉体は溶接構造等とし，核燃料物質が漏えいしにくい

構造とする。炉体の上部はグローブボックスにフランジで接続する構
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造とする。また，グローブボックス排風機の連続運転に加え，小規模

焼結炉排ガス処理装置の補助排風機の運転によって炉体内部を負圧に

維持する設計とする。 

⑦ 安全機能を有する施設においてＭＯＸを非密封で扱う場合，グロー

ブボックス等で取り扱う設計とする。この他，ＭＯＸ及びウランは，

閉じ込め機能を確保した状態でオープンポートボックス，フード，混

合酸化物貯蔵容器，ウラン粉末缶又は溶接後の燃料棒に収納した状態

で取り扱う。 

非密封のウランを取り扱う設備・機器等を収納するオープンポート

ボックス又はフードは，開口部から空気が流入することによって，放

射性物質が外部へ飛散することを防止できる設計とする。 

(３) 腐食性のある物質を取り扱う低レベル廃液処理設備及び分析設備は，

内包する物質の種類に応じて適切な腐食対策を講ずる設計とする。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

二 放射性物質が漏えいした場合に，その漏えいを検知することができ

ること。検知された漏えいの拡大を防止することができること。 

(４) 核燃料物質等がグローブボックス等から工程室へ漏えいした場合に，

漏えいを検知することができる設計とする。また，漏えいの拡大を防

止することができる設計とする。 

① 工程室内は，ダストモニタ，エアスニファ及び放射線サーベイ機器

により，グローブボックス等からの放射性物質の漏えいを検知できる

設計とする。 
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② 排気筒には，排気モニタを設け，ＭＯＸ燃料加工施設外への放射性

物質の漏えいを検知できる設計とする。 

③ 燃料加工建屋，工程室及びグローブボックス等のそれぞれの気圧は，

燃料加工建屋，工程室，グローブボックス等の順に気圧を低くするこ

とで，放射性物質の漏えいの拡大を防止する設計とする。 

ａ．グローブボックス等は，グローブボックス排気設備と組み合わせ，

負圧を維持することで放射性物質の漏えいを防止できる設計とする。 

ｂ．工程室は，工程室排気設備と組み合わせ，負圧を維持することで

放射性物質の漏えいの拡大を防止できる設計とする。 

ｃ．燃料加工建屋は，建屋排気設備と組み合わせ，負圧を維持するこ

とで放射性物質の漏えいの拡大を防止できる設計とする。 

ｄ．送風機，建屋排風機，工程室排風機及び窒素循環ファンには予備

機を設け，運転中の送風機，建屋排風機，工程室排風機及び窒素循

環ファンが故障した場合には自動的に予備機に切り替わる設計とす

る。 

④ 放射性物質の漏えいを検知した場合は，状況に応じて当該室の扉の

目張り，漏えい箇所の閉止など，漏えいの拡大防止を図る。 

⑤ 燃料加工建屋管理区域の室については，放射性物質が漏えいした場

合においても，建屋排気設備及び工程室排気設備に高性能エアフィル

タを設ける設計とすることで，周辺環境へ放出される放射性物質の量

を合理的に達成できる限り少なくする設計とする。 

⑥ 放射性物質を液体で取り扱う分析設備及び液体廃棄物の廃棄設備は，

貯槽等から放射性物質を含む液体が漏えいした場合，漏えい検知器に

より検知できる設計とし，漏えいした場合においても，堰等により漏

えいの拡大を防止できる設計とする。 
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（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

三 放射性物質を気体又は液体で扱う系統及び機器は，放射性物質の逆

流により，放射性物質が拡散しない設計であること。換気設備におい

ても同様である。 

(５) 放射性物質を気体又は液体で取り扱う系統及び機器は，逆流を防止

する逆止ダンパ又は逆止弁，電磁弁若しくは調節弁を設置し，放射性

物質の逆流を防止することにより，放射性物質が拡散しない設計とす

る。建屋排気設備，工程室排気設備，グローブボックス排気設備，給

気設備及び窒素循環設備で構成される換気設備においても同様な設計

とする。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

四 排気設備には，フィルタ等の放射性物質を除去するための設備が適

切に設けられていること。 

(６) 建屋排気設備，工程室排気設備及びグローブボックス排気設備には，

放射性物質を除去するため，高性能エアフィルタ（単体捕集効率

99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子））を複数段設け，放射性物質を除

去した後，排気筒から放出する設計とする。 
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（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

五 設計基準事故時においても可能な限り負圧維持，漏えい防止及び逆

流防止の機能が確保されるよう設計されており，設計基準事故時にお

いて，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事

故に起因して環境に放出される放射性物質の量を低減させる機能を有

する設計であること。 

(７) ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえ，核燃料物質の漏えいにより，

燃料加工建屋外に放射性物質を放出するおそれのある事象が発生した

場合又は当該事象の発生が想定される場合においても可能な限り負圧

維持，漏えい防止及び逆流防止の機能が確保される設計とし，公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないよう，事故に起因して

環境に放出される放射性物質の量を低減させる措置を講ずる。 

① 「六．イ．設計基準事故に対処するために必要な施設並びに発生す

ると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件

及びその評価の結果」に示す火災又は爆発に係る設計基準事故が発生

した場合，事故の進展に応じて送排風機の停止及び給排気系に設置す

るダンパの閉止の措置を講ずることにより，可能な限り燃料加工建屋

内に放射性物質を閉じ込め，燃料加工建屋外への放射性物質の放出を

低減することで公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えない

設計とする。 

ａ．工程室のうち，火災区域に設定する室のグローブボックス内の消

火を行うグローブボックス消火装置が自動起動し消火ガスが放出さ
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れる場合，消火ガスの放出によるグローブボックス内の圧力上昇に

よりグローブボックスが破損することを防止するため，消火ガスの

放出中は，グローブボックス排風機の運転を継続し，グローブボッ

クス排気設備により燃料加工建屋外へ排気することで圧力が上昇す

ることを防止する設計とする。 

この際，核燃料物質の放出量を低減するため，消火ガスは高性能

エアフィルタを介して排気する設計とする。消火ガスの放出完了後，

グローブボックス排気ダクトの延焼防止ダンパを自動閉止する設計

とする。さらに，消火を確認した後，グローブボックス排風機を手

動停止することで，その後の核燃料物質の燃料加工建屋外への放出

を防止する。 

ｂ．工程室のうち，火災区域に設定する室の消火を行う窒素消火装置

が起動した場合に，消火ガスを放出した室内の消炎濃度を維持し，

可能な限り核燃料物質を限定された区域に閉じ込めるため，送風機，

建屋排風機，工程室排風機及び窒素循環ファンを自動で停止する設

計とする。 

また，消火ガスの放出による工程室内の圧力上昇によりグローブ

ボックスが破損することを防止するため，工程室排気設備のフロア

境界の工程室排気ダクトに設置する避圧エリア形成用自動閉止ダン

パを自動で閉止し，火災が発生した工程室から工程室排気ダクトを

介して他の工程室に避圧する設計とする。 

窒素消火装置の消火ガスの放出中は，核燃料物質が想定外の経路

から燃料加工建屋外へ漏えいすることを防止するため，グローブボ

ックス排風機の運転を継続する設計とする。 
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さらに，消火を確認した後，グローブボックス排風機を手動停止

することで，その後の核燃料物質の燃料加工建屋外への放出を防止

する設計とする。 

ｃ．設計基準事故時においても換気設備の経路上に設置されるダンパ

を閉止することにより，可能な限り逆流防止の機能を確保する設計

とする。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

六 上記一から五までの規定に加え，プルトニウムを取り扱う加工施設

においては，以下の各号に掲げる設計上の対策が講じられていること。 

① プルトニウムを含む物質を非密封で取り扱う設備・機器は，作業環

境中にプルトニウム等が飛散又は漏えいすることのないようにグロー

ブボックスに収納されていること又はグローブボックスと同等の閉じ

込めの機能（内部を常時負圧状態に維持し得る閉じ込めの機能）を有

する構造であること。 

(８) 非密封のＭＯＸを取り扱う設備・機器は，作業環境中にＭＯＸが飛

散又は漏えいすることのないようにグローブボックスに収納する設計と

するか，当該設備・機器がグローブボックスと同等の閉じ込め機能を有

する設計とする。 

非密封のＭＯＸを取り扱うグローブボックス等は，グローブボックス

排風機の連続運転によって，グローブボックス等内を負圧に維持するこ

とで，非密封のＭＯＸを限定された区域に閉じ込める設計とする。 
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グローブボックス等及び工程室は，グローブボックス排気設備により，

保守管理に必要な場合及び火災時における消火ガス放出時を除き，常時

負圧に保つ設計とする。 

① グローブボックス内を常時負圧に維持するため，グローブボックス

排風機には予備機を設け，当該排風機が故障した場合には自動的に予

備機に切り替わる設計とする。 

② 焼結炉等内を常時負圧に維持するため，焼結設備の排ガス処理装置

の補助排風機及び小規模試験設備の小規模焼結炉排ガス処理装置の補

助排風機には予備機を設け，当該排風機が故障した場合には自動的に

予備機に切り替わる設計とする。 

③ グローブボックス排風機，焼結設備の排ガス処理装置の補助排風機

及び小規模試験設備の小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機は，

外部電源喪失時には非常用所内電源設備から電力を自動的に供給する

設計とする。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

六 上記一から五までの規定に加え，プルトニウムを取り扱う加工施設

においては，以下の各号に掲げる設計上の対策が講じられていること。 

② プルトニウムを含む物質を取り扱う設備・機器を収納するグロー

ブボックス及びグローブボックスと同等の閉じ込めの機能を必要と

する設備・機器，ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器並び

にこれらを収納する建物・構築物は，逆流を防止する換気設備（逆
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止弁，ダクト，フィルタ，排風機等を含む。）が設けられているこ

と。 

(９) 気体廃棄物の廃棄設備は，放射性物質の漏えい及び逆流を防止する

設計とする。また，建屋排気設備，工程室排気設備及びグローブボッ

クス排気設備には，放射性物質を除去するため，高性能エアフィルタ

（単体捕集効率99.97％以上（0.15μmＤＯＰ粒子））を複数段設け，

放射性物質を除去した後，排気筒から放出する設計とする。 

グローブボックス排気設備はグローブボックス等内のＭＯＸの形態

及び取扱量に応じて，高性能エアフィルタを介して排気することによ

り，グローブボックス等内にＭＯＸが飛散したとしても，敷地周辺の

公衆に放射線障害を及ぼすことがない設計とする。 

気体廃棄物の廃棄設備は，以下の装置及び機器で構成する。 

① 建屋排気設備 

建屋排気設備は，燃料加工建屋管理区域のうち工程室外の室の負圧

維持，排気中に含まれる放射性物質の除去を行い，排気筒の排気口か

ら大気中へ放出する設備である。 

建屋排気設備は，建屋排気ダクト，建屋排気フィルタユニット及び

建屋排風機で構成する。 

② 工程室排気設備 

工程室排気設備は，工程室の負圧維持及び排気中に含まれる放射

性物質の除去を行い，排気筒の排気口から大気中へ放出する設備で

ある。 

工程室排気設備は，工程室排気ダクト，工程室排気フィルタユニ

ット及び工程室排風機で構成する。 

③ グローブボックス排気設備 
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グローブボックス排気設備は，グローブボックス等の負圧維持及

びオープンポートボックス並びにフードの閉じ込めを維持するとと

もに排気中の放射性物質の除去を行い，排気筒の排気口から大気中

へ放出する設備である。 

グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グ

ローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及びグローブボックス排風機

で構成する。 

グローブボックス給気フィルタは，グローブボックス給気口に設

置し，グローブボックス内の放射性物質がグローブボックス外に漏

えいしにくい設計とする。 

④ 給気設備 

給気設備は，燃料加工建屋屋上の外気取入口から外気を取り入れ，

取り入れた空気中の塵埃を除去した後に，必要に応じて温度又は湿

度を調整した後，燃料加工建屋の管理区域に供給する設備である。 

給気設備は，給気ダクト，給気フィルタユニット，送風機，Ｃ１，

Ｃ２系コイルユニット，Ｃ３系コイルユニット，加湿系コイルユニ

ット及び冷却系コイルユニットで構成する。給気ダクトには，逆止

ダンパを設けて空気の逆流を防止する。 

⑤ 窒素循環設備 

窒素循環設備は，窒素ガス設備から供給された窒素ガスを冷却し，

窒素雰囲気型グローブボックス（窒素循環型）内を循環させる設備

である。 

窒素循環設備は，窒素循環ダクト，窒素循環ファン及び窒素循環

冷却機で構成する。 
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⑥ 排気筒 

排気筒は，建屋排気設備，工程室排気設備及びグローブボックス

排気設備で処理した放射性気体廃棄物を放出する設備である。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

六 上記一から五までの規定に加え，プルトニウムを取り扱う加工施設

においては，以下の各号に掲げる設計上の対策が講じられていること。 

③ 換気設備により，プルトニウムを含む物質を取り扱う設備・機器を

収納するグローブボックス及びグローブボックスと同等の閉じ込めの

機能を必要とする設備・機器，ウランを非密封で大量に取り扱う設

備・機器並びにこれらを直接収納する構築物は，原則として，常時負

圧に保たれていること。 

④ 上記③の「ウランを非密封で大量に取り扱う設備・機器並びにこれ

らを直接収納する構築物」に対しては，局所排気設備の設置等，適切

な閉じ込めの対策がなされていれば，必ずしも常時負圧状態の維持を

求めるものではない。 

(10) 非密封のＭＯＸを取り扱うグローブボックス等及びグローブボック

ス等を直接収納する工程室は，グローブボックス排気設備により，保

守管理に必要な場合及び火災時における消火ガス放出時を除き，常時

負圧に保つ設計とする。 

① グローブボックス内を常時負圧に維持するため，グローブボック

ス排風機には予備機を設け，当該排風機が故障した場合には自動的

に予備機に切り替わる設計とする。 
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② 焼結炉等内を常時負圧に維持するため，焼結設備の排ガス処理装

置の補助排風機及び小規模試験設備の小規模焼結炉排ガス処理装置

の補助排風機には予備機を設け，当該排風機が故障した場合には自

動的に予備機に切り替わる設計とする。 

③ グローブボックス排風機，焼結設備の排ガス処理装置の補助排風

機及び小規模試験設備の小規模焼結炉排ガス処理装置の補助排風機

は，外部電源喪失時には非常用所内電源設備から電力を自動的に供

給する設計とする。 

 

（解釈） 

２ 第４条に規定する「閉じ込めることができる」とは，以下の各号に掲

げるものをいう。 

六 上記一から五までの規定に加え，プルトニウムを取り扱う加工施設

においては，以下の各号に掲げる設計上の対策が講じられていること。 

⑤ 核燃料物質の飛散のおそれのある部屋の床・壁の表面は，除染が容

易で，腐食しにくい材料で仕上げられていること。 

(11) 核燃料物質による汚染のおそれのある部屋の床及び壁の表面は，除

染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料で仕上げる設計とする。 
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（ 火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発により加工施設の安全性

が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、

消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全機能を有する施設に属

するものに限る。） 及び早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感

知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有する

ものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに限る。）は、破損、誤

作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能を

損なわないものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５条については、設計基準において想定される火災又は爆発により、

加工施設の安全性が損なわれないようにするため、安全機能を有する施

設に対して必要な機能（火災又は爆発の発生防止、感知及び消火並びに

火災による影響の軽減）を有することを求めている。 

２ 第１項に規定する「火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、

消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全機能を有する施設に属

するものに限る。）及び早期に火災発生を感知する設備（以下「火災感

知設備」という。）並びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有す

る」とは、以下に掲げる各号を含むものをいう。また、本項の対応にあ

たっては、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」を参

考とすること。 
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一 建物は、建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃性材料で

造られたものであり、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火

措置を講じたものであること。 

二 核燃料物質を取り扱うグローブボックス等の設備・機器は、不燃性

材料又は難燃性材料を使用する設計とすること。 

三 有機溶媒等可燃性の物質又は水素ガス等爆発性の物質を使用する設

備・機器は、火災及び爆発の発生を防止するため、発火及び異常な温

度上昇の防止対策、可燃性・爆発性の物質の漏えい防止対策、空気の

混入防止対策等の適切な対策が講じられる設計であるとともに、適切

に設定された熱的及び化学的制限値を超えることの無い設計であるこ

と。 

四 火災の拡大を防止するために、適切な検知、警報設備および消火設

備が設けられているとともに、火災及び爆発による影響の緩和のため

に適切な対策が講じられるように設計されていること。 

五 火災又は爆発の発生を想定しても、臨界防止、閉じ込め等の機能を

適切に維持できること。 

六 上記五の「機能を適切に維持できること」とは、火災又は爆発によ

り設備・機器の一部の機能が損なわれることがあっても、加工施設全

体としては、公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼさない、十分な臨

界防止、閉じ込め等の機能が確保される事をいう。 

３ 第２項の規定について、消火設備の破損、誤作動または誤操作が起き

た場合のほか、火災感知設備の破損、誤作動または誤操作が起きたこと

により消火設備が作動した場合においても、安全上重要な施設の機能を

損なわないもの（消火設備の誤動作によって核燃料物質が浸水したとし

ても、当該施設の臨界防止機能を損なわないこと等。）であること。 
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適合のための設計方針 

上記をうけ，加工施設における安全機能を有する施設は，火災又は爆

発により，加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

火災及び爆発の発生を防止することができ，かつ，消火を行う設備及

び早期に火災発生を感知する設備並びに火災及び爆発の影響を軽減する

機能を有するものの設計にあたっては，NFPA801の要求を参考とした設

計とする。 

 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は，地震力に十分に耐えることができるも

のでなければならない。 

２ 前項の地震力は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を

有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準

地震動による地震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は，前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面

の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければなら

ない。 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震重要度に応じて以下に示すＳ，

Ｂ及びＣの３クラス（以下，「耐震重要度分類」という。）に分
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類し，それぞれに応じた耐震設計を行う。 

・Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に

直接関係しておりその機能喪失により放射性物質

を外部に放散する可能性のある施設、 放射性物質

を外部に放散する可能性のある事態を防止するた

めに必要な施設及び放射性物質が外部に放散され

る事故発生の際に外部 に放散される放射性物質に

よる影響を低減させるために必要な施設、並びに

地震に伴って発生するおそれがある津波による安

全機能の喪失を防止するために必要となる施設で

あって、環境への影響が大きいもの。 

・Ｂクラスの施設：安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合

の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設。 

・Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設

以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性

が要求される施設。 

(２) Ｓ，Ｂ及びＣクラスの施設は，以下に示す地震力に対しておお

むね弾性範囲に留まる設計とする。 

・Ｓクラス：弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれ

か大きい方の地震力。 

・Ｂクラス：静的地震力 

共振のおそれのある施設については，弾性設計用地震動

に２分の１を乗じた地震力。 

・Ｃクラス：静的地震力 
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   ａ．弾性設計用地震動による地震力 

弾性設計用地震動は，基準地震動との応答スペクトルの比率の

値が，目安として 0.5 を下回らないような値で，工学的判断に基

づいて設定する。 

ｂ．静的地震力 

(ａ) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃⅰに，次に示す施設の耐震

重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて

算定するものとする。 

・Ｓクラス  3.0  

・Ｂクラス  1.5  

・Ｃクラス  1.0  

ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2

以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求

められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数

Ｃⅰに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，耐震重要度分

類の各クラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０

は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3

以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮

して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし，鉛直震度は

高さ方向に一定とする。 
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(ｂ) 設備・機器 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は，上記(ａ)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたもの

を水平震度とし，当該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度をそれぞれ

20％増しとした震度より求めるものとする。なお，水平地震力と鉛

直地震力とは同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。た

だし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

第３項について 

(１) 基準地震動は， 新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び

敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震

学及び地震工学的見地から想定することが適切なものを策定する。 

(２) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対して安全機能を

損なわれないよう設計する。 

第４項について 

耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に対して，

施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれの

ある斜面はない。 

 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は，加工施設内における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，加工施設内における溢水が発生した場合におい

ても安全機能を損なわない設計とする。 
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（安全機能を有する施設） 

第十四条 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，

その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は，通常時及び設計基準事故時に想定され

る全ての環境条件において，その安全機能を発揮することができる

ものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，当該施設の安全機能を確認するための

検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修

理ができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は，クレーンその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物により，その安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

５ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用し，又は安全機能

を有する施設に属する設備を一の加工施設において共用する場合に

は，加工施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

第５項について 

安全機能を有する施設は，他の原子力施設との共用によって安全性

を損なわない設計とする。また，公衆への放射線被ばくを防止するた

めの安全機能が期待されている安全上重要な施設については，原則と

して他の原子力施設と共用しない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，加工施設内で共用する，非常用所内

電源設備，グローブボックス排気設備等については，共用によって，

加工施設の安全性を損なわない設計とする。 
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（設計基準事故の拡大の防止） 

第十五条 安全機能を有する施設は，設計基準事故時において，工場等周

辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

加工施設に関して技術的に見て想定される異常事象の中から設計基準

事故を選定し，以下のとおり安全対策の妥当性を評価する。  

  設計基準事故の拡大の防止の観点から，安全機能を有する施設は，設

計基準事故時において，敷地周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないもの

であることを満たす設計とする。 

  設計基準事故の評価については，安全設計の妥当性を確認する観点か

ら，核燃料物質による臨界及び閉じ込め機能の不全（火災及び爆発並び

に重量物落下を含む。）を選定し評価する 。 

 

（廃棄施設） 

第十七条 加工施設には，通常時において，周辺監視区域の外の空気中及

び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減で

きるよう，加工施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有

する廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに限り，放射性廃棄

物を保管廃棄する設備を除く。）を設けなければならない。 

２ 加工施設には，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有す

る放射性廃棄物の保管廃棄施設（安全機能を有する施設に属するものに

限る。）を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 
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加工施設には，周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液

体状の放射性物質の放出に起因する線量を十分に低減できるよう，以下

の設計を行う施設を設ける。 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

建屋排気設備，工程室排気設備，グローブボックス排気設備は，高性

能エアフィルタ，排風機等を設ける。粉末状の核燃料物質を取り扱う工

程等の排気系への核燃料物質の移行率が高い工程からの排気系について

は，高性能エアフィルタを２段以上設ける設計とする。 

気体廃棄物の廃棄設備は，排気中に含まれる放射性物質を高性能エア

フィルタにより除去した後，排気筒の排気口から放出する設計とする。 

（２）液体廃棄物の廃棄施設 

低レベル廃液処理設備は，核燃料物質の検査設備の分析設備から発生

する廃液，放出管理分析設備から発生する廃液，管理区域内で発生する

空調機器ドレン水等を検査槽に受け入れ，必要に応じて，希釈，ろ過又

は吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する。 

廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の

処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監

視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した後，排水口から排

出する設計とする。 

排水口から排出した排水は，海洋放出管理系の第１放出前貯槽及び第

１海洋放出ポンプを経由して海洋放出管の海洋放出口から海洋へ放出す

る設計とする。 

第２項について 

 （１）液体廃棄物の廃棄施設 

廃油保管室の廃油保管エリアは，管理区域内において，機器の点検並
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びに交換及び装置の稼動に伴って発生する機械油又は分析作業に伴い発

生する有機溶媒（以下，「油類」という。）を油類廃棄物として保管廃棄

するために必要な容量を確保する設計とする。 

（２）固体廃棄物の廃棄施設 

廃棄物保管設備（廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保

管エリア）及び第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ドラム缶又は金属製角型

容器に封入した雑固体（固型化処理した油類を含む。）を固体廃棄物と

して保管廃棄する。 

廃棄物保管設備（廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室の廃棄物保

管エリア）及び第２低レベル廃棄物貯蔵系は，固体廃棄物を保管廃棄す

るために必要な容量を確保する設計とする。 

 

（監視設備） 

第十九条 加工施設には，通常時及び設計基準事故時において，当該加工

施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び

測定し，並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を

適切な場所に表示できる設備（安全機能を有する施設に属するものに限

る。）を設けなければならない。 

適合のための設計方針 

加工施設の通常時及び設計基準事故時において，加工施設から放出され

る放射性物質の濃度，周辺監視区域境界付近における空間放射線量率及び

空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため，排気モニタリング設

備，放出管理分析設備，環境モニタリング設備，環境試料測定設備及び放

射能観測車を設ける。 

設計基準事故時における迅速な対応のため，排気モニタリング設備及び
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環境モニタリング設備の測定値を中央監視室及び緊急時対策所に指示する

設計とする。 

通常時に加工施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定につ

いては，「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関す

る指針」を参考とした設計とする。また，設計基準事故時に監視及び測定

するための設備は，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計

測に関する審査指針」を参考とした設計とする。  

(１) 加工施設から放出される放射性物質の濃度の監視及び測定 

加工施設から周辺環境へ放出される放射性気体廃棄物の放射性物質

を排気筒において連続的に捕集し，放射性物質の濃度を監視及び測定

するため，排気モニタリング設備として排気モニタを設ける。また，

核分裂生成物からの放射線を測定し，放射能レベルの監視を行うため，

排気モニタリング設備として臨界検知用ガスモニタを設ける。 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に係る試料の分析及

び放射能測定を行うため，放出管理分析設備を備える。 

排気モニタ及び臨界検知用ガスモニタは，設計基準事故時におけ

る迅速な対応のため，その測定値を中央監視室において指示及び記

録するとともに，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたと

きは，中央監視室に警報を発する設計とする。また，排気モニタ及

び臨界検知用ガスモニタの測定値は，緊急時対策所において指示す

る設計とする。 

(２) 周辺監視区域境界付近における空間放射線量率等の監視及び測   

定 

加工施設の周辺監視区域境界付近には，空間放射線量率及び空気中

の放射性物質の濃度を監視及び測定するため，環境モニタリング設備
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としてモニタリングポスト及びダストモニタを設ける。 

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，環

境試料測定設備を備える。 

また，設計基準事故時に迅速な対策が行えるよう，空間放射線量率

及び空気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するための放射能観測

車を備える。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，設計基準事故時におけ

る迅速な対応のため，その測定値を中央監視室において指示及び記

録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定

した値を超えたときは，中央監視室に警報を発する設計とする。モ

ニタリングポスト及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所におい

て指示する設計とする。また，モニタリングポスト及びダストモニタ

から中央監視室及び緊急時対策所への伝送系は，有線及び無線により，

多様性を有する設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復旧までの期間の

電源を確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。

さらに，モニタリングポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に

電源を確保するため，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 
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４．設計の基本方針 

加工施設の貯蔵容器搬送用洞道，燃料加工建屋の一部及び洞道搬

送台車並びに再処理施設の不法侵入等防止設備，粉末缶，混合酸化

物貯蔵容器，放射線管理施設の一部，受変電設備，第２運転予備用

ディーゼル発電機，工業用水を供給する給水処理設備等は，再処理

施設又は廃棄物管理施設と共用するが，加工施設は，以下に示す方

針により共用によって安全性を損なわない設計とする。 

（１）洞道搬送台車は，共用による設備の仕様，臨界安全設計，

遮蔽設計及び閉じ込めの機能に変更がないことから，共用に

よって加工施設の安全性を損なわない。 

（２）貯蔵容器搬送用洞道は，貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建

屋との境界部に設置する扉開放時には，加工施設の気体廃棄

物の廃棄設備により負圧に維持する設計とし，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界

部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉開放時には，

再処理施設の気体廃棄物の廃棄設備により貯蔵容器搬送用洞

道を負圧に維持する設計とすることから，共用によって加工

施設の安全性を損なわない。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送

用洞道との境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する

扉は，共用による仕様の変更がないことから，共用によって

加工施設の安全性を損なわない。 

（３）混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）は，共用によって

仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能
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及び臨界安全の方法に変更がないことから，共用によって加

工施設の安全性を損なうことはない。 

（４）加工施設から発生する雑固体は，再処理施設で発生する雑

固体と同等の性状であることを確認して保管する。また，第

２低レベル廃棄物貯蔵系は，加工施設から発生する雑固体及

び再処理施設で発生する低レベル廃棄物の推定年間発生量に

対して必要な容量を有することから，共用によって加工施設

の安全性を損なわない設計とする。 

（５）再処理施設及び廃棄物管理施設と共用する放射線管理施設

は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，周辺監視

区域等が同一の区域の測定対象等の共有化や必要な容量を確

保することから，共用によって加工施設の安全性を損なわな

い。 

（６）消火水供給設備は，再処理施設又は廃棄物管理施設へ消火

水を供給した場合においても加工施設で必要な容量を確保で

きる。また，消火水供給設備においては，故障その他の異常

が発生し，消火水の供給が停止した場合でも，安全上重要な

施設を設置する室には消火水を用いない消火手段を設けるこ

とから，安全上重要な施設の安全機能に影響はない。また，

燃料加工建屋及び周辺部の火災については，外部火災影響評

価で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とし

ていることから，共用によって加工施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

（７）共用する不法侵入等防止設備は，仕様及び運用を各施設で

同一とし，他施設で異なる運用等を実施した場合の影響をあ
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らかじめ排除することから，共用によって加工施設の安全性

を損なわない。 

（８）受変電設備は，加工施設への給電を考慮しても十分な容量

を有する設計する。また，再処理施設において機器の破損，

故障その他の異常を検知し，再処理施設の受変電設備から加

工施設に受電ができなくなったとしても，非常用所内電源設

備を設けていることから，共用によって加工施設の安全性を

損なわない設計とする。 

（９）共用する警報装置，所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備

は，他施設が使用しているときに，加工施設が使用できなく

なるということはないことから，共用によって加工施設の安

全性を損なわない。 

（10）給水処理設備は，再処理施設及び廃棄物管理施設における

使用を想定しても，加工施設に十分なろ過水を供給できる容

量を確保できる。また，故障その他異常が発生し，再処理施

設からろ過水の供給が停止したとしても，加工施設の安全性

を確保するために必要なろ過水を保持できる設計であるため，

共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

（11）加工施設は，海洋放出管理系からの逆流を防止する設計と

することから，共用によって加工施設の安全性を損なわない

設計とする。 

（12）再処理施設の蒸気供給設備における，一般蒸気系の燃料貯

蔵設備は，再処理施設における使用を想定しても，加工施設

に十分な燃料を供給できる容量を確保し，故障その他の異常

が発生し，再処理施設から燃料油の供給が停止したとしても，
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加工施設の安全性を確保するために必要な燃料油を保持でき

る設計であるため，共用によって加工施設の安全性を損なわ

ない。 

（13）緊急時対策所は，それぞれの対策活動ができるよう，再処

理施設の中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室並びに加工施設の制御室以外の場所に設け，それ

ぞれの対策活動ができるような広さを有することから，共用

によって加工施設の安全性を損なわない。 

（14）第１非常用ディーゼル発電機は，環境モニタリング設備の

モニタリングポスト及びダストモニタへ給電しても十分な容

量を有する設計とする。また，第１非常用ディーゼル発電機

から給電できなくなったとしても，加工施設の安全上重要な

施設の安全機能を損なわないため，共用によって加工施設の

安全性を損なわない。 
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別紙１ 「洞道搬送台車」の臨界安全設計 
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１．「洞道搬送台車」を再処理施設の建屋で使用することについて 

現状，再処理事業指定申請書本文の主要な設備及び機器の種類に

おいてウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備については，混合

酸化物貯蔵容器（容量 粉末缶３缶／貯蔵容器），貯蔵ホール，貯蔵

台車について記載し，再処理の方法においてウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵については，「脱硝施設のウラン・プルトニウム混

合脱硝設備から混合酸化物貯蔵容器を受け入れ、貯蔵台車を用いて

貯蔵ホールに貯蔵し、払い出す。」としている。 

従来，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の台車について

は，以下の①から③のとおりである。 

 

①再処理事業指定申請書本文には，貯蔵ホールでの混合酸化物貯

蔵容器の貯蔵，払い出しに直接係わる台車（貯蔵台車）を記載

している。 

②添付書類には，貯蔵，払い出しに直接係わる台車の他に，建屋

間，建屋内での混合酸化物貯蔵容器の搬送に係わる台車（貯蔵

容器台車，払出台車）を記載している。（ローディングドック

から払い出す時に使用する運搬容器台車については，混合酸化

物貯蔵容器を収納した運搬容器の搬送に係わるものであるため，

払出台車等の等に含め，個別には記載していない。） 

③空の混合酸化物貯蔵容器（新品）の搬送に係わる台車（空貯蔵

容器台車）は，本文にも添付書類にも記載していない。 

 

再処理事業指定申請書における洞道搬送台車の記載は，混合酸化

物貯蔵容器の貯蔵，払い出しに直接係わる台車ではなく，建屋間で
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の混合酸化物貯蔵容器の搬送に係わる台車に該当するため，再処理

事業指定申請書本文ではなく添付書類に記載している。 
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２．「洞道搬送台車」の受け払いについて 

 (１) 再処理施設からＭＯＸ燃料加工施設へのＭＯＸ粉末（混合酸

化物貯蔵容器）の受入 

混合酸化物貯蔵容器の搬送フロー図，搬送経路図等を添付１－２

－１に示す。 

ａ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋地下２階の貯蔵ホー

ルに貯蔵されている混合酸化物貯蔵容器については，地下１階貯

蔵室の貯蔵台車で取り出した後，地下２階台車移動室の貯蔵容器

台車（親子台車），昇降機を用いて地下４階台車移動室の貯蔵容

器台車（親子台車）に移載する。その後，移載機，払出台車を用

いて地下４階の貯蔵容器取扱室に搬送し，貯蔵容器取扱室の検査

装置で表面汚染検査を実施する。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋地下４階の貯蔵ホー

ルに貯蔵されている混合酸化物貯蔵容器については，地下３階貯

蔵室の貯蔵台車で取り出した後，地下４階台車移動室の貯蔵容器

台車（親子台車）に移載する。その後，移載機，払出台車を用い

て地下４階の貯蔵容器取扱室に搬送し，貯蔵容器取扱室の貯蔵容

器検査装置で表面汚染検査を実施する。 

ｃ．表面汚染検査実施後の混合酸化物貯蔵容器を，払出台車，移載

機を用いて地下４階台車移動室に乗り入れた洞道搬送台車に移載

後，ＭＯＸ燃料加工施設へ受け入れる。 

ｄ．混合酸化物貯蔵容器を洞道搬送台車及び受渡天井クレーンによ

り受渡ピットに受け入れ，一時保管ピットへ払い出す。 

 (２) ＭＯＸ燃料加工施設からの粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵

容器の払出し 
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ａ．混合酸化物貯蔵容器を一時保管ピットから貯蔵容器検査装置に

受け入れ，混合酸化物貯蔵容器の放射性物質の表面密度を測定し，

汚染がないことを確認し，受渡ピットへ払い出す。 

ｂ．受渡ピットに受け入れた混合酸化物貯蔵容器を，洞道搬送台車

を用いて再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備へ払い出す。 

ｃ．混合酸化物貯蔵容器を積載した洞道搬送台車がウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋の地下４階台車移動室の昇降機下部ま

で乗り入れる。 

ｄ．地下１階の昇降機を用いて洞道搬送台車から混合酸化物貯蔵容

器を取り出し，地下２階台車移動室の貯蔵容器台車（親子台車），

地下１階貯蔵室の貯蔵台車を用いて地下２階の貯蔵ホールに一時

保管する（一時保管は地下２階の貯蔵ホールで実施する）。 

 

なお，洞道搬送台車によるＭＯＸ粉末の受け入れ，混合酸化物

貯蔵容器の払い出しは，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建

屋地下４階台車移動室の貯蔵容器台車（親子台車）が，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋側のホームポジション（ＨＰ）にある

時のみ行う。 

 

洞道搬送台車に関連する臨界管理安全設計については「３．

「洞道搬送台車」の臨界安全設計について」に示す。 
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添付１－２－１ 

 

は核不拡散上の観点から公開できません。 
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３．「洞道搬送台車」の臨界安全設計について 

 (１) 洞道搬送台車に関連する臨界管理安全設計 

ａ．単一ユニットの臨界安全設計 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で，ＭＯＸ粉末を搬

送するために用いられる洞道搬送台車においては，台車１台当た

り混合酸化物貯蔵容器＊を一時に１本ずつしか取扱えない設計とす

ることで臨界安全を担保している。 

＊ 混合酸化物貯蔵容器の直径は20.4ｃｍ。また，混合酸化物貯蔵容器は，貯蔵ホー
ルの臨界安全のため粉末缶１缶の充てん量を13.3ｋｇ（Ｕ＋Ｐｕ）以下，混合酸
化物貯蔵容器の充てん量を40ｋｇ（Ｕ＋Ｐｕ）以下に制限している。 

単一ユニットとしての実効増倍率は，別紙１のとおり算出し未

臨界であることを確認した。 

ｂ．洞道搬送台車の臨界安全設計 

ＭＯＸ燃料加工施設にＭＯＸ粉末を搬送するために共用する洞

道搬送台車についても，再処理施設における貯蔵容器台車等と同

様に１台当たり混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつしか取扱え

ない設計とすることで臨界を防止する。 

ｃ．移動に対する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸ粉末を搬送するときは，貯蔵容器

台車がウラン・プルトニウム混合脱硝建屋側のホームポジション

に待機していることが確認された後，洞道搬送台車がウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵施設内の混合酸化物貯蔵容器の取合い

位置に移動することから，両台車が接近するおそれはない。 

ｄ．最接近時の臨界評価 

「ｃ．移動に対する考慮」で述べたとおり，両台車が衝突する

ことは考えられないが，ここでは，２つの容器が最接近したこと
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を仮想して，別紙１のとおり臨界評価を行い，未臨界であること

を確認した。 

なお，物理的に同一の軌道を走行する台車は２台のみであるた

め，混合酸化物貯蔵容器が近接する可能性があるのは２個までで

ある。 

３台以上の台車が同一軌道上を走行することは想定されないこ

とから，３個以上の混合酸化物貯蔵容器が近接する評価は不要と

考える。 
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４．共用する洞道搬送台車との接近防止のインターロックについて 

再処理施設の混合酸化物貯蔵容器のＭＯＸ燃料加工施設への受け

入れ及びＭＯＸ燃料加工施設から再処理施設への払い出し時には，

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋地下４階の台車移動室内

で洞道搬送台車が再処理施設の貯蔵容器台車と同一の軌道（走行レ

ール）上を走行する。このため，洞道搬送台車には接近防止用のイ

ンターロックを設けることとしているが，このインターロックは次

のとおりとすることで計画している。 

洞道搬送台車のＭＯＸ燃料加工施設から台車移動室内への乗り入

れにあたっては，再処理施設の貯蔵容器台車がウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋側のホームポジションにおいて「貯蔵容器台車の走

行のロック」状態にある場合「乗り入れ許可信号」を出す。この許

可信号を受け乗り入れた洞道搬送台車が台車移動室内の走行レール

上にある間は，ホームポジションにある貯蔵容器台車の走行ができ

ないようにする。（添付１－４－１ 参照） 

なお，現在は，詳細設計にて具体的な機能等を検討中である。 
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添付１－４－１ 

は核不拡散上の観点から公開できません。 
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５．洞道搬送台車の耐震クラスについて 

 (１) 洞道搬送台車の耐震クラス 

洞道搬送台車は，ＭＯＸ粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を

搬送するものであるため，台車自体が閉じ込め機能を有するもの

ではないこと及び台車自体が破損又は機能喪失した場合でも公衆

への放射線の影響が比較的小さいことから，規則７条２項解釈別

記３に規定するＳクラス施設に該当しない。 

また，ＭＯＸ粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う設

備であるため，Ｂクラスが妥当である。 

 (２) 耐震評価 

洞道搬送台車は共用であるため再処理施設としてもＢクラスに

応じた静的地震力を適用した耐震評価を行う。また，共振のおそ

れがある場合は弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものに基づ

く地震力を適用した耐震評価を行う。 

また，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部についても

共用であるため再処理施設としても，Ｂクラスに応じた静的地震

力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えることを確認す

る。
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６．混合酸化物貯蔵容器払い出し時の運転管理等について 

６．１ 運転管理について 

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵ホ

ールに貯蔵している混合酸化物貯蔵容器を払い出す場合には， 

 

① 混合酸化物貯蔵容器を貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，

貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車を用いて貯蔵容器検

査装置まで搬送する。 

② 貯蔵容器検査装置で混合酸化物貯蔵容器の表面密度検査を 

行う。 

③ 移載機を用いて混合酸化物貯蔵容器を共用するＭＯＸ燃料加

工施設の洞道搬送台車へ移載した後，ＭＯＸ燃料加工施設へ払

い出す。 

 

こととしている。 

これらの運転手順については，再処理施設の保安規定第26条

（操作上の一般事項）に基づき，手順書等に反映し管理すること

で計画している。 

 

６．２ 再処理施設側での表面汚染がないことの確認について 

ＭＯＸ燃料加工施設から受け入れる，ＭＯＸ粉末取り出し後の

粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）又は必要に応じ受け入れるＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を

収納した混合酸化物貯蔵容器（同）については，ＭＯＸ燃料加工

施設側にて払い出し時に表面汚染検査を行い，表面汚染がないこ



補 1－12 

 

とを確認することとしている。 

この混合酸化物貯蔵容器のＭＯＸ燃料加工施設からの受け入れ

に当たっては，同一会社における払い出し，受け入れであること

から，再処理施設においては表面汚染がないことの確認を，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設側での表面汚染検査結果の記録を確認することに

より行う計画としている。 

 

６．３ 核燃料物質加工事業許可申請書への記載について 

ＭＯＸ燃料加工施設の加工事業許可申請書 添付書類六（放射

線被ばく管理）の管理区域の管理において，『管理区域について

は「核燃料物質の加工の事業に関する規則」等に従って，次の措

置を講ずる。』として，物品の搬出入管理に関しては，以下のと

おり記載している。 

 

④ 物品の搬出入管理 

加工施設の管理区域への物品の持込み及び持出しは，所定の

場所で行い，ここで物品の搬出入管理を行う。 

汚染のおそれのある区域から物品を持ち出そうとする場合に

は，その持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包

装した場合には，その容器又は包装）の表面汚染検査を行う。 

 

混合酸化物貯蔵容器のＭＯＸ燃料加工施設から再処理施設への

払い出し時には，ＭＯＸ燃料加工施設において，上記物品の搬出

入管理に従って，表面汚染検査を実施し，汚染がないことを確認

することとしている。 
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７．ＭＯＸ燃料加工施設における混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶の取

扱いについて 

ＭＯＸ燃料加工施設においては，ＭＯＸ粉末充てん済の粉末缶を

３缶収納した混合酸化物貯蔵容器を再処理施設より洞道搬送台車を

用いて受け入れ，開封後，取り出したＭＯＸ粉末を原料として使用

することとしている。 

以下に，ＭＯＸ燃料加工施設における混合酸化物貯蔵容器及び粉

末缶の開封方法の概要と万一開封できない粉末缶又は混合酸化物貯

蔵容器が発生した場合の対応について示す。 

７．１ 混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶の開封方法の概要について 

混合酸化物貯蔵容器の開封は原料粉末受払設備において，粉末

缶の開封は一次混合設備，分析試料採取設備において実施する。 

以下に，現時点の設計ベースにおける開封方法を示す（以下に

記載の外蓋脱着装置等については，今後設工認申請予定）。 

なお，再処理施設においては，混合酸化物貯蔵容器については

蓋を手作業にてボルト締め，粉末缶（ネジ口の缶）については蓋

を電動機械にて締め付けを行なっている。 

①混合酸化物貯蔵容器の開封方法 

オープンポートボックス内に設置された蓋を取り外すための

装置（外蓋脱着装置）により，遠隔・自動で機械的に蓋を取り

外す設計としている。概要を添付１－７－１に示す。 

②粉末缶の開封方法 

混合酸化物貯蔵容器から取り出された粉末缶については，グ

ローブボックス内に設置された粉末缶蓋開閉機構を有する移載

装置により，遠隔・自動にて機械的に開缶する設計としている。
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概要を添付１－７－２に示す。 

③手作業による開缶 

混合酸化物貯蔵容器，粉末缶とも遠隔・自動により機械的に

蓋を開ける設計としているが，装置による開封ができなかった

場合も想定し，手作業による開封も可能な設計としている。 

７．２ 開封できない粉末缶又は混合酸化物貯蔵容器が発生した場合

の対応について 

上記①から③のような設計対応を図っていることから，開封で

きない粉末缶又は混合酸化物貯蔵容器が発生する可能性は小さい

と考えている。 

しかし，万一遠隔・自動，手作業により開封できない粉末缶又

は混合酸化物貯蔵容器が発生した場合には，対策の検討等を実施

した後に開封することを考えている。それまでの間，粉末缶は原

料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備（容量：２４缶），混合酸化物貯蔵

容器は貯蔵容器一時保管設備（容量：３２体）で一時保管するこ

とになる。これら保管設備の容量は小さいため，開封できない粉

末缶又は混合酸化物貯蔵容器の発生状況によっては，ＭＯＸ燃料

加工施設の操業に影響を及ぼす可能性がある。このため，開封で

きなかった粉末缶又は混合酸化物貯蔵容器については，ＭＯＸ燃

料加工施設において開封の準備が整うまで，再処理施設に一旦返

却し，貯蔵ホール（容量：混合酸化物貯蔵容器1,680本）で貯蔵

できるようにしておきたいと考えている。 

なお，開封できなかった粉末缶についてはＭＯＸ燃料加工施設

において混合酸化物貯蔵容器（容量：粉末缶３缶）に収納後，再

処理施設に返却する。また，返却に当たっては，ＭＯＸ燃料加工
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施設において混合酸化物貯蔵容器の汚染の検査を行い，汚染がな

いことを確認することとしている。 
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添付１－７－１ 
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添付１－７－２ 
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８．再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設との境界部に設置する扉の同時

開放防止について 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道

との境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉及び貯蔵容

器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置する扉については，

火災防護及び負圧管理の観点から同時に開放しない設計とする。 

扉を開放させる際には，一方の扉の扉開閉用機構が扉閉位置であ

ることを条件に，扉の開閉動作が実施できるインターロックを設け

る。 

添付１－８－１から添付１－８－３に概要を示す。 
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添付１－８－１ 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との

境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉開放時の概要図

（平面図） 
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添付１－８－２ 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との

境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉及び貯蔵容器搬送

用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置する扉閉止時の概要図 

（平面図） 
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添付１－８－３ 

 

 

 

貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置する扉開放時の

概要図（平面図） 
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別紙１ 

 

「洞道搬送台車」の臨界安全設計 
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１．単一ユニットの臨界安全設計 

単一ユニットとしての実効増倍率は，以下に示す計算条件，計

算モデル等に基づき算出している。臨界評価の条件については，

表１に示す。 

 (ａ) 計算条件 

  ⅰ．プルトニウムとウランの重量比：Ｐｕ／Ｕ＝1.5 

  ⅱ．プルトニウム同位体組成（239Ｐｕ：71ｗｔ％，240Ｐｕ：17ｗ

ｔ％，241Ｐｕ：12ｗｔ％） 

    ウラン同位体組成（235Ｕ：1.6ｗｔ％，238Ｕ：98.4ｗｔ％） 

  ⅲ．ＭＯＸ中の含水率：５ｗｔ％ 

  ⅳ．密度：4.0ｇ／ｃｍ３ 

 (ｂ) 計算モデル 

  ⅰ．核燃料物質の形状 

    円筒形状 直径：20.4ｃｍ 

         高さ：無限長 

  ⅱ．反射条件   ：水30cm 

 (ｃ) 計算コード：ＪＡＣＳコードシステム 

 (ｄ) モデル図 

2
0
.
4

原料ＭＯＸ粉末

水反射体

keff+3σ=0.863

［単位；cm］

3
0

30 20.4

立面図

平面図

鏡面反射条件

鏡面反射条件

 

ＭＯＸ粉末 
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 (ｅ) 算出結果 

   ｋｅｆｆ＋３σ＝0.941となり，未臨界であることが確認された。 

 

２．最接近時の臨界評価 

２つの容器が最接近したことを仮想して，臨界評価を行う。臨界

評価の条件については，表１に示す。 

 (ａ) 計算モデル 

  ⅰ．２つの混合酸化物貯蔵容器が接近して横に並んだことを想定

する。ここでは，台車の遮蔽体，粉末缶及び混合酸化物貯蔵容

器の材料は，最も厳しい値となるよう考慮しないものとする。 

  ⅱ．混合酸化物貯蔵容器の内径と質量を保存した円筒モデルとす

る。 

    （高さ：45.4ｋｇ・ＭＯＸ×1,000ｇ／ｋｇ／4.0ｇ／ｃｍ３／

π（20.4ｃｍ／２）２＝34.7ｃｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30cm

 

20.4cmφ 

30cm 

34.7cm 
：MOX 粉末

   ：水 

：水密度変化 



補 1－25 

 

 

 (ｂ) 計算コード：ＳＣＡＬＥ４ 

 (ｃ) 算出結果 

ｋｅｆｆ＋３σ＝0.945となり，未臨界であることが確認された。 

 

表１ 臨界評価の条件 

項 目 通常値 臨界評価値 

Ｐｕ／Ｕ 50／50注１） 60／40 

ＭＯＸ中の含水率

（wt％） 

0.2程度注１） 5.0 

粉末密度（g／cc） 2.3程度注１） 4.0 

中性子吸収材の影響 

台車に，鋼材とポリエチレ

ンによる遮蔽体有り。（約

20cm/台車×2台） 

考慮せず。 

反射条件 水没は考慮しない。 水30ｃｍ全反射。 

近接距離 

物理的に両台車の混合酸化

物貯蔵容器中のＭＯＸ粉末

が密着することはあり得な

い。注２） 

混合酸化物貯蔵容器内

の粉末缶中のＭＯＸ粉

末が密着。 

線源の形状 

密度2.3程度のMOX粉末が粉

末缶に12kgPu・U入ったもの

が3缶 

粉末缶の質量を保存

し，密度4.0の円筒形と

した。 
注１） ＪＡＥＡにおけるマイクロ波脱硝粉末の一般的な値。 
注２） 台車同士が接触した状態で，台車の構造等から貯蔵容器間の距離は３ｍ程度となる。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と他施設とで共用している 

設備の許可の状況及び設備の範囲 
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１．ＭＯＸ燃料施設と他施設とで共用している設備の許可の状況 

 ＭＯＸ燃料施設と再処理施設及び廃棄物管理施設とで共用し

ている許可の状況を以下に示す。 

共 用 する設 備  再 処 理 施 設  
廃 棄 物  

管 理 施 設  
備 考  

粉 末 缶  ○
※ 1   

混 合 酸 化 物 貯 蔵 容 器  ○
※ 1   

洞 道 搬 送 台 車  ○
※ 1  ＭＯＸ燃 料 加 工  

施 設 の設 備  

貯 蔵 容 器 搬 送 用 洞 道 （ ウ

ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 酸

化 物 貯 蔵 建 屋 と貯 蔵 容 器

搬 送 用 洞 道 と の 境 界 部 に

設 置 す る ３ 時 間 以 上 の 耐

火 能 力 を有 する扉 を含 む） 

○  ＭＯＸ燃 料 加 工  

施 設 の設 備  

燃 料 加 工 建 屋 の 一 部 （ 貯

蔵 容 器 搬 送 用 洞 道 と燃 料

加 工 建 屋 と の 境 界 部 に 設

置 する扉 を含 む） 

○  ＭＯＸ燃 料 加 工  

施 設 の設 備  

海 洋 放 出 管 理 系  ○   

第 ２ 低 レ ベ ル 廃 棄 物 貯 蔵

系  ○
※ 1   

環 境 試 料 測 定 設 備  ○   

モニタリングポスト ○   

  ※ 1： 加 工 事 業 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 又 は 取 合 い に つ い て 許 可 を 得 て い
る施設  
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共 用 する設 備  再 処 理 施 設  
廃 棄 物  

管 理 施 設  
備 考  

ダストモニタ 

（ダストサンプラ） ○
※ 1   

積 算 線 量 計  ○
※ 1 ○  

放 射 能 観 測 車  ○   

気 象 観 測 設 備  ○ ○  

個 人 線 量 計  ○ ○  

ホールボディカウンタ ○ ○  

受 変 電 設 備  ○
※ 1   

給 水 処 理 設 備  ○ ○  

一 般 蒸 気 系 の燃 料 貯 蔵

設 備  ○    

消 火 水 供 給 設 備  ○ 
○ 

MOX 燃料加工施設との

共用については記載なし 
 

人 の容 易 な侵 入 を防 止 で

きる障 壁  ○ ○  

 

  

※ 1： 加 工 事 業 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 又 は 取 合 い に つ い て 許 可 を 得 て い
る施設  
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共 用 する設 備  再 処 理 施 設  
廃 棄 物  

管 理 施 設  
備 考  

探 知 施 設  ○    

通 信 連 絡 設 備  ○ ○  

不 正 に爆 発 性 又 は易 燃 性

を有 する物 件 その他 人 に

危 害 を与 え，又 は他 の物

件 を損 傷 するおそれがある

物 件 が持 ち込 まれることの

防 止 に関 わる設 備  

○ ○  

緊 急 時 対 策 所  ○   

ページング装 置  ○ ○  

所 内 携 帯 電 話  ○ ○  

統 合 原 子 力 防 災 ネットワ

ーク IP 電 話  ○   

統 合 原 子 力 防 災 ネットワ

ーク IP-FAX ○   

統 合 原 子 力 防 災 ネットワ

ーク TV 会 議 ｼｽﾃﾑ ○   

一 般 加 入 電 話  ○   

一 般 携 帯 電 話  ○   

衛 星 携 帯 電 話  ○   

ファクシミリ ○   

第 1 非 常 用 ディーゼル発

電 機  
○   

 

  

※ 1： 加 工 事 業 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 又 は 取 合 い に つ い て 許 可 を 得 て い
る施設  
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２．共用する設備の範囲 
２．１ ＭＯＸ燃料加工施設との共用 
 再処理施設の設備をＭＯＸ燃料加工施設が共用する設備の範囲を以下に

示す。 
再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備，機器等 

製品貯蔵施
設 

ウラン・プ
ルトニウム
混合酸化
物貯蔵設
備 

粉末缶 粉末缶 

混合酸化物貯蔵容器 混合酸化物貯蔵容器 

成形施設 

原料粉末
受入工程 
貯蔵容器
受入設備 

洞道搬送台車※ 

・洞道搬送台車 
・ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋内に
敷設される軌道レール 

その他加工
設備の附属
施設 

海洋放出管理系（経路） 

ＭＯＸ燃料加工施設から
再処理施設へ導かれた
経路のうち，低レベル廃
液処理建屋の外壁約１
ｍから共用とし，第１放
出前貯槽，第１海洋放出
ポンプ及び海洋放出管を
通過し，海洋に放出され
るまでの経路 

固体廃棄物
の廃棄施設 

低レベル固
体廃棄物
貯蔵設備 

第２低レベル廃棄物貯蔵系 
雑固体の受入れから廃
棄物としての建屋内搬
送・貯蔵に関わる第２低
レベル廃棄物貯蔵建屋
貯蔵室全域 

※ＭＯＸ燃料加工施設の設備を再処理の設備として共用する設備。  
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〇洞道搬送台車の共用範囲 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備，機器等 

放射線管理
施設 

屋外管理
用の主要
な設備 

環境試料測定設備 
環境試料測定設備のうち 

アルファ線核種分析装置 

環境モニタリング
設備 

モニタリングポスト 

・モニタリングポスト 
・無停電電源装置及び給電
ライン 
・モニタリングポストから制
御建屋 中央安全監視室 
環境監視盤 中央ユニット
間の有線伝送ライン 
・検出器からモニタリングポ
ストのアンテナ間の無線伝
送ライン 
・制御建屋のアンテナから
環境監視盤間の無線伝送
ライン 
・環境監視盤 

ダストモニタ 
（ダストサンプラ）※ 

・ダストモニタ，無停電電源
装置および給電ライン 
・ダストモニタから制御建屋 
中央安全監視室 環境監視
盤 中央ユニット間の有線
伝送ライン 
・検出器からダストモニタの
アンテナ間の無線伝送ライ
ン 
・制御建屋のアンテナから
環境監視盤間の無線伝送
ライン 
・環境監視盤 

積算線量計 積算線量計 

環境管理設備 

放射能観測車 放射能観測車 

気象観測設備 

・風向風速計（超音波），日
射計，放射収支計，雨量計
および温度計～制御建屋 
中央安全監視室 気象盤間
の有線伝送ライン 
・気象盤 

※新規制基準対応申請への取込み時に，ダストサンプラの共用からダストモニタの共用へ

変更する。  
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備，機器等 

放射線管理
施設 

屋内管理
用の主要
な設備 

個人管理設備 

個人線量計 個人線量計 

ホール ボディ カ
ウンタ 

ホール ボディ カウンタ 

その他加工
設備の附属
施設 

受変電設
備 

受電開閉
設備 

154kV 母線 154kV 母線 

遮断器 154kV 受電
用遮断器 154kV 受電用遮断器 

154kV 連絡用遮断器 154kV 連絡用遮断器 

受電変圧器用遮断器（３
号，４号受電変圧器用） 

３号，４号受電変圧器用
遮断器 

受電変圧
器 

３号受電変圧器 ３号受電変圧器 

４号受電変圧器 ４号受電変圧器 

所内高圧
系統 

高圧主系
統 

6.9kV 常用
主母線 6.9kV 常用主母線 

6.9kV 運転
予備用主
母線 

6.9kV 運転予備用主母線 

ディーゼル
発電機 

第２運転予備用ディーゼ
ル発電機 

第２運転予備用ディーゼ
ル発電機 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備，機器等 

その他加
工設備の
附属施設 

不法侵入
等防止設
備 

人の容易な侵入を防止できる障壁 
人の容易な侵入を防
止できる障壁全体 

探知施設 探知施設一式 

通信連絡設備 通信連絡設備一式 

不正に爆発性又は易燃性を有する物件そ
の他人に危害を与え，又は他の物件を損
傷するおそれがある物件が持ち込まれるこ
との防止に関わる設備 

不正に爆発性又は易燃性
を有する物件その他人に危
害を与え，又は他の物件を
損傷するおそれがある物件
が持ち込まれることの防止
に関わる設備一式 

 不法侵入防止設備の人の容易な侵入を防止できる障壁については，ＭＯＸ

燃料加工施設のしゅん工前にＭＯＸ燃料加工施設を含むように拡張し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設しゅん工後，人の容易な侵入を防止できる障壁，探知施設，

通信連絡設備，不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，

又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関

わる設備を共用する計画としている。  
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備，機器等 

その他加工
設備の附属
施設 

通信連絡
設備 

警報装置 

ページング装置 

中央制御室のマイク操作
器及びＭＯＸ燃料加工施
設側へ放送信号を発す
る装置 
 

所内通信
連絡設備 

所内携帯電話 
所内携帯電話及び電話
交換機ネットワーク全て 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備，機器等 

その他加工
設備の附属
施設 

通信連絡
設備 

所外通信
連絡設備 

統合原子力防災ネットワ

ーク 
IP 電話 

統合原子力防災ネットワ
ーク 
ＩＰ電話 
無停電交流電源 

統合原子力防災ネットワ

ーク 
IP-FAX 

統合原子力防災ネットワ
ーク 
IP-FAX 
無停電交流電源 

統合原子力防災ネットワ

ーク 
TV 会議システム 

統合原子力防災ネットワ
ーク 
ＴＶ会議システム 
無停電交流電源 

一般加入電話 一般加入電話 

一般携帯電話 一般携帯電話 

衛星携帯電話 衛星携帯電話 
無停電交流電源 

ファクシミリ ファクシミリ 
無停電交流電源 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備，機器等 

その他加工
設備の附属
施設 

給排水衛
生設備 給水処理設備 

ろ過水貯槽からＭＯＸ燃
料加工施設との取合い
の弁まで 

 

○給水処理設備の共用範囲 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備，機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

蒸気供給
設備 

一般蒸気
系 

燃料貯蔵設備 
（燃料油貯蔵タンク） 

燃料油貯蔵タンクからＭ
ＯＸ燃料加工施設との取
合いの弁まで 

 

○蒸気供給設備のうち燃料油貯蔵タンクの共用範囲 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備，機器等 

その他加工
設備の附属
施設 

非常用設
備 消火設備 消火水供給設備 

消火用水貯槽からＭＯＸ
燃料加工施設との取合
いの弁まで 

貯蔵容器搬送用洞道※ 
（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道と
の境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉を含む） 

・貯蔵容器搬送用洞道 

燃料加工建屋の一部※ 
（貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置する扉を含む） 

貯蔵容器搬送用洞道か
ら貯蔵容器搬送用洞道と
燃料加工建屋の境界部
に設置する扉まで 

※ＭＯＸ燃料加工施設の設備を再処理の設備として共用する設備。  
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○貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部の共用範囲 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備，機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備，機器等 

その他加工
設備の附属
施設 

緊急時対策所 緊急時対策所 

その他加工
設備の附属
施設 

ディーゼル
発電機 

第 1 非常用ディーゼル発電機 

・第 1 非常用ディーゼル
発電機 
・6.9V 非常用母線 
・460V 非常用母線 
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○
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

共
用

範
囲

 

：共用範囲 
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○ディーゼル発電機からモニタリングポストまでの電

源系統の共用範囲 

：共用範囲 
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３
．
再
処
理
施
設
と
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
加
工
施
設
と
の
共
用
設
備
等
の
位
置

 
  

※洞道搬送台車については， 

ＭＯＸ燃料加工施設の施設を共用 



令和２年３月６日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明資料６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による 

加工事業許可申請書の変更前後対比表 

 

 再処理施設との共用及び取り合いに係る変更に伴い，加工事業許可申請書

の主な変更箇所を以下にまとめた。 
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        再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(１／７)          

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 （本文） 

ロ．建物の構造 

(ロ) 構造 

 (６) その他の主要な構造 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．加工設備本体の構造及び設備 

(ハ) 成形施設 

(１) 施設の種類 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要な設備及び機器の種類及び個数 

① 原料粉末受入工程 

 

本台車は，再処理施設と共用する。 

 

 

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

(イ) 施設の種類 

（記載なし） 

 

 

 （本文） 

ロ．加工施設の一般構造 

 

 (ト) その他の主要な構造 

安全機能を有する施設は，他の原子力施設との共用によって安全性を

損なわない設計とする。また，公衆への放射線被ばくを防止するための

安全機能が期待されている安全上重要な施設については，原則として他

の原子力施設と共用しない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，加工施設内で共用する，非常用所内電

源設備，グローブボックス排気設備等については，共用によって，加工

施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

ハ．加工設備本体の構造及び設備 

(ハ) 成形施設 

(１) 施設の種類 

①  原料粉末受入工程 

ａ．貯蔵容器受入設備 

(ａ) 洞道搬送台車 

洞道搬送台車は，再処理施設と共用する。洞道搬送台車は，共用

による設備の仕様，臨界安全設計，遮蔽設計及び閉じ込めの機能に

変更がないことから，共用によって加工施設の安全性を損なわな

い。 

(２) 主要な設備・機器の種類及び個数 

① 原料粉末受入工程 

 

洞道搬送台車（再処理施設と共用） 

 

 

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

(イ) 施設の種類 

(１) 貯蔵容器一時保管設備 

② 混合酸化物貯蔵容器 

再処理施設の混合酸化物貯蔵容器は，加工施設と共用する。混合酸化
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再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(２／７) 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 (４) 主要な核的及び熱的制限値 

 

 

 再処理施設の混合酸化物貯蔵容器（粉末缶３缶収納）を共用する。 

 

 

 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

 再処理施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系で

保管廃棄する。 

 

 

 

 

 

へ．放射線管理施設の構造及び設備 

 (イ) 屋内管理用の主要な設備の種類 

 （記載なし） 

 

 

 

 

 

(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類 

周辺監視区域境界付近の線量等の監視は，再処理施設及び廃棄物管理施設

の環境モニタリング設備の一部を共用して行う。 

 

 

 

 

物貯蔵容器は，共用によって仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設

計，閉じ込め機能及び臨界安全の方法に変更がないことから，共用によ

って加工施設の安全性を損なうことはない。 

③ 容器（粉末缶） 

再処理施設の粉末缶は，加工施設と共用する。粉末缶は，共用によっ

て仕様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界

安全の方法に変更がないことから，共用によって加工施設の安全性を損

なうことはない。 

 

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

再処理施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，加工施設と共用する。加

工施設から発生する雑固体は，再処理施設で発生する雑固体と同等の性

状であることを確認して保管する。また，第２低レベル廃棄物貯蔵系

は，加工施設から発生する雑固体及び再処理施設で発生する低レベル廃

棄物の推定年間発生量に対して必要な容量を有することから，共用によ

って加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

へ．放射線管理施設の構造及び設備 

(イ) 屋内管理用の主要な設備の種類 

 (３) 個人管理設備 

個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設及び廃棄物管理

施設と共用する。個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運

用を各施設で統一し，必要な個数を確保することから，共用によって加

工施設の安全性を損なわない。 

 

(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類 

(１) 環境モニタリング設備 

再処理施設のモニタリングポスト及びダストモニタを，加工施設と

共用し，再処理施設の積算線量計を，加工施設及び廃棄物管理施設と

共用する。モニタリングポスト，ダストモニタ及び積算線量計は，仕

様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であるこ

とにより，監視結果の共有を図れることから共用によって加工施設の
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再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(３／７) 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) その他の主要な事項 

（記載なし） 

 

 

 

安全性を損なわない。 

(２) 環境試料測定設備 

再処理施設の放射能測定装置を，加工施設と共用する。環境試料測定

設備は，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域

であることにより，測定結果の共有を図れることから，共用によって加

工施設の安全性を損なわない。 

(３) 環境管理設備 

再処理施設の気象観測設備の風向風速計及び温度計を，加工施設及び

廃棄物管理施設と共用し，再処理施設の日射計，放射収支計及び雨量計

を，加工施設と共用する。 

再処理施設の放射能観測車を，加工施設と共用する。 

放射能観測車及び気象観測設備は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，周辺監視区域等が同一の区域であることにより，測定結果の共有が

図れることから，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(１) 消火水供給設備 

再処理施設の消火水供給設備を，加工施設及び廃棄物管理施設と共用

する。消火水供給設備は，再処理施設又は廃棄物管理施設へ消火水を供

給した場合においても加工施設で必要な容量を確保できる。また，消火

水供給設備においては，故障その他の異常が発生し，消火水の供給が停

止した場合でも，安全上重要な施設を設置する室には消火水を用いない

消火手段を設けることから，安全上重要な施設の安全機能に影響はな

い。また，燃料加工建屋及び周辺部の火災については，外部火災影響評

価で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計としていること

から，共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

(ニ) その他の主要な事項 

(１) 不法侵入等防止設備 

再処理施設の人の容易な侵入を防止できる障壁，通信連絡設備及び

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他

の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わ
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再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(４／７) 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る設備は再処理施設，廃棄物管理施設及び加工施設で同じ設備を使用

することから，加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。また再処理

施設の探知施設は，再処理施設と加工施設で同じ設備を使用すること

から加工施設と共用する。共用する不法侵入等防止設備は，仕様及び

運用を各施設で同一とし，他施設で異なる運用等を実施した場合の影

響をあらかじめ排除することから，共用によって加工施設の安全性を

損なわない。 

 

(２) 受変電設備 

再処理施設の受変電設備を，加工施設と共用する。 

受変電設備は，加工施設への給電を考慮しても十分な容量を有する設

計する。また，再処理施設において機器の破損，故障その他の異常を検

知し，再処理施設の受変電設備から加工施設に受電ができなくなったと

しても，非常用所内電源設備を設けていることから，共用によって加工

施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

(３) 通信連絡設備 

通信連絡設備の一部は，再処理施設及び廃棄物管理施設と共用する。

共用する警報装置及び所内通信連絡設備は，他施設が使用しているとき

に，加工施設が使用できなくなるということはないことから，共用によ

って加工施設の安全性を損なわない。共用する所外通信連絡設備は，他

施設が使用しているときに，加工施設が使用できなくなるということは

ないことから，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

 

(４) 給水処理設備 

加工施設及び廃棄物管理施設にろ過水を供給する再処理施設の系統を

加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

給水処理設備は，再処理施設及び廃棄物管理施設における使用を想定

しても，加工施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保できる。ま

た，故障その他異常が発生し，再処理施設からろ過水の供給が停止した

としても，加工施設の安全性を確保するために必要なろ過水を保持でき

る設計であるため，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 
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再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(５／７) 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 海洋放出管理系 

加工施設から排出した排水が通過する再処理施設の経路を，加工施設

と共用する。加工施設は，海洋放出管理系からの逆流を防止する設計と

することから，共用によって加工施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

 (６) 建物の構造 

① 燃料加工建屋 

再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬

送用洞道との接続に伴い，加工施設の貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工

建屋の一部は，再処理施設の負圧管理の境界としてウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋の撤去壁の撤去後に再処理施設と共用する。 

共用の範囲には，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する３時間以上の耐火能力

を有する扉及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置す

る扉を含む。 

貯蔵容器搬送用洞道は，貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界

部に設置する扉開放時には，加工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負

圧に維持する設計とし，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯

蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する

扉開放時には，再処理施設の気体廃棄物の廃棄設備により貯蔵容器搬送

用洞道を負圧に維持する設計とすることから，共用によって加工施設の

安全性を損なわない。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との

境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉は，共用による仕様

の変更がないことから，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

② 緊急時対策所 

再処理施設の緊急時対策所は，加工施設と共用する。緊急時対策所

は，それぞれの対策活動ができるよう，再処理施設の中央制御室及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに加工施設の制御室以

外の場所に設け，それぞれの対策活動ができるような広さを有すること

から，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 
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再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(６／７) 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（添付書類五） 

ロ．放射線安全設計 

(ハ) 放射線被ばく管理に対する考慮 

(３) 放射線業務従事者等の個人管理設備 

 （記載なし） 

 

 

ハ．環境安全設計 

(ハ) 放射線監視 

(２) 施設周辺における監視対策 

環境モニタリング設備については，再処理施設及び廃棄物管理施設の環

境モニタリング設備の一部を共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

チ．その他の安全設計 

(イ) 電源喪失に対する考慮 

加工施設では再処理施設の受変電設備を共用する。 

 

(ホ) 共用に対する考慮 

再処理施設と共用する安全上重要な施設である混合酸化物貯蔵容器は，共用

によって，その安全機能を失うことのない設計とする。 

 

 

 

安全上重要な施設のうち，加工施設内で共用するものは，非常用所内電源

設備，グローブボックス排気設備等であり，施設内の共用によりその安全機

能を失うことのないよう，接続される設備負荷の合計容量に対する十分な能

力を有する設計とする。また，必要に応じ，しゃ断器，手動ダンパの設置等

により安全上重要な施設でない設備の異常事象が加工施設の安全性に支障を

（添付書類五） 

ロ．放射線安全設計 

(ハ) 放射線被ばく管理に対する考慮 

(２) 放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者の個人管理設備 

個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設及び廃棄物管理

施設と共用する。 

 

ハ．環境安全設計 

(ハ) 放射線監視 

(２) 周辺監視区域境界付近における監視及び測定 

再処理施設のモニタリングポスト及びダストモニタを，加工施設と共

用し，再処理施設の積算線量計を，加工施設及び廃棄物管理施設と共用

する。 

再処理施設の放射能測定装置を，加工施設と共用する。 

再処理施設の気象観測設備の風向風速計及び温度計を，加工施設及び

廃棄物管理施設と共用し，再処理施設の日射計，放射収支計及び雨量計

を，加工施設と共用する。 

再処理施設の放射能観測車を，加工施設と共用する。 

 

チ．その他の安全設計 

(イ) 電源喪失に対する考慮 

   加工施設では再処理施設の受変電設備を共用する。 

 

(ホ) 共用に対する考慮 

貯蔵容器搬送用洞道，燃料加工建屋の一部及び洞道搬送台車並びに再処

理施設の不法侵入等防止設備，粉末缶，混合酸化物貯蔵容器，放射線管理

施設の一部，受変電設備，第２運転予備用ディーゼル発電機，工業用水を

供給する給水処理設備等は，再処理施設又は廃棄物管理施設と共用する

が，共用によって安全性を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，加工施設内で共用するものは，非常用所

内電源設備，グローブボックス排気設備等であり，施設内の共用によりそ

の安全機能を失うことのないよう，接続される設備負荷の合計容量に対す

る十分な能力を有する設計とする。また，必要に応じ，しゃ断器，手動ダ

ンパの設置等により安全上重要な施設でない設備の異常事象が加工施設の
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再処理施設との共用及び取り合いに係る変更による加工事業許可申請書の変更前後対比表(７／７) 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

きたさない設計とする。 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(チ) その他 

（記載なし） 

 

 

 

 

 

 

安全性に支障をきたさない設計とする。 

(ヘ) 加工施設への人の不法な侵入等の防止に対する考慮 

再処理施設の人の容易な侵入を防止できる障壁，通信連絡設備及び不正に

爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷

するおそれがある物件が持ち込まれることの防止に関わる設備は再処理施

設，廃棄物管理施設及び加工施設で同じ設備を使用することから，加工施設

及び廃棄物管理施設と共用する。また再処理施設の探知施設は，再処理施設

と加工施設で同じ設備を使用することから加工施設と共用する。 

共用する不法侵入等防止設備は，仕様及び運用を各施設で同一とし，他施

設で異なる運用等を実施した場合の影響をあらかじめ排除することから，共

用によって加工施設の安全性を損なわない。 

 

(ト) 通信連絡設備に対する考慮 

  通信連絡設備の一部は，再処理施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

(１) 所内通信連絡設備 

警報装置のページング装置並びに所内通信連絡設備の所内携帯電

話及びページング装置は，再処理施設と廃棄物管理施設及び加工施

設で同じ設備を使用することから，再処理施設及び廃棄物管理施設

と共用する。 

(２) 所外通信連絡設備 

再処理施設の所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ-ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，

衛星携帯電話及びファクシミリは，再処理施設と加工施設で同じ設

備を使用することから，加工施設と共用する。 

 

(チ) その他 

再処理施設の一般蒸気系の燃料貯蔵設備を，加工施設と共用する。再処

理施設の蒸気供給設備における，一般蒸気系の燃料貯蔵設備は，再処理施

設における使用を想定しても，加工施設に十分な燃料を供給できる容量を

確保し，故障その他の異常が発生し，再処理施設から燃料油の供給が停止

したとしても，加工施設の安全性を確保するために必要な燃料油を保持で

きる設計であるため，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 
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補足説明資料７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈の各

条文に対する設計方針等への影響 

 

 

目  次 

 

１． 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈

の各条文に対する設計方針等への影響 



 

補 7－1 

１．加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈

の各条文に対する設計方針等への影響 

 本変更による事業許可基準規則への適合性について確認した。 

 本変更により影響を受ける条文は，「第二条 核燃料物質の臨界防

止」，「第四条 閉じ込めの機能」，「第五条 火災等による損傷の防止」，

「第七条 地震による損傷の防止」，「第十一条 溢水による損傷の防

止」，「第十四条 安全機能を有する施設」，「第十五条 設計基準事故

の拡大の防止」，「第十七条 廃棄施設」，「第十九条 監視設備」であ

り，設計方針，管理方針，運用方針，共用による安全性等への影響を

確認した結果，規則要求を満たしていることを確認した。 

また，上記以外の条文は，本変更により設計方針等に影響はないこ

とを確認した。 

本変更による各条文に対する設計方針等への影響の考えられる条文

を確認した一覧表を第１表に示し，本変更による各条文に対する設計

方針等への影響の確認結果の詳細を第２表に示す。 

 

 



本変更に関連する設備，機器等 第２条 第３条 第４条 第５条 第６条 第７条 第８条 第９条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条

貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部
注１ ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

粉末缶 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

混合酸化物貯蔵容器 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

洞道搬送台車 ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

海洋放出管理系 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

第２低レベル廃棄物貯蔵系 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ―

環境試料測定設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

モニタリングポスト ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ○ ― ―

ダストモニタ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ○ ― ―

積算線量計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

放射能観測車 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

気象観測設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

個人線量計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

ホールボディカウンタ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

受変電設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

給水処理設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

一般蒸気系の燃料貯蔵設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

消火水供給設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

人の容易な侵入を防止できる障壁 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

探知施設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

通信連絡設備 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他
人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそ
れがある物件が持ち込まれることの防止に係る
設備

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

緊急時対策所 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

ページング装置 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

所内携帯電話 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

統合原子力防災ネットワーク　ＩＰ電話 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

統合原子力防災ネットワーク　ＩＰ－ＦＡＸ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

統合原子力防災ネットワーク　ＴＶ会議システム ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

一般加入電話 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

一般携帯電話 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

衛星携帯電話 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

ファクシミリ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

第１非常用ディーゼル発電機 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

○：条文の要求を満たすと判断した設備，機器等

―：影響を受ける規則要求がない設備，機器等

注１：共用の範囲には，再処理施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界部に設置される扉を含む。

第１表　本変更に伴う事業許可基準規則及びその解釈の各条文に対する設計方針等への影響についての一覧表
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第２表 本変更に伴う事業許可基準規則及びその解釈の各条文に対する設計方針等への影響について 

 事業許可基準規則 規則適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界

に達するおそれがないようにするため、核的に安全な

形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたもの

でなければならない。 

２ 臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウラ

ンの総量に対する比率が百分の五を超えるものに限

る。）又はプルトニウムを取り扱う加工施設には、臨界

警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

＜洞道搬送台車の共用＞ 

再処理施設から受け入れる原料ＭＯＸ粉末について

は，取扱制限値以下であることの確認と併せて，プル

トニウム中のプルトニウム－240 含有率が 17％以上で

あることを受入れ時に確認しており，１台当たり混合

酸化物貯蔵容器を１体ずつ取り扱う設計とすることで

臨界に達するおそれがないようにしていることから，

規則要求を満たしていることを確認した。 

【補足説明資料１ 別紙１】 

 

（遮蔽等） 

第三条 安全機能を有する施設は、通常時において加

工施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場

等周辺の線量が十分に低減できるよう、遮蔽その他適

切な措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、工場等内における放射

線障害を防止する必要がある場合には、次に掲げるも

のでなければならない。 

一 管理区域その他工場等内の人が立ち入る場所にお

ける線量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を

本変更内容は，遮蔽等の機能を有する設備等を変更す

るものではないことから，遮蔽等の設計方針等に影響

はない。 
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 事業許可基準規則 規則適合性 

講じたものとすること。 

二 放射線業務従事者が設計基準事故時において、迅

速な対応をするために必要な操作ができるものとする

こと。 

本変更内容は，遮蔽等の機能を有する設備等を変更す

るものではないことから，遮蔽等の設計方針等に影響

はない。 

 

（閉じ込めの機能） 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定

された区域に適切に閉じ込めることができるものでな

ければならない。 

＜貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部の共用注

１＞ 

注１：共用の範囲には，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋と貯蔵容器搬送用洞道との境界部

に設置する３時間以上の耐火能力を有する扉及

び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界

部に設置する扉含む。 

貯蔵容器搬送用洞道は，貯蔵容器搬送用洞道と燃料加

工建屋との境界部に設置する扉開放時には，加工施設

の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計と

し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵

容器搬送用洞道との境界部に設置する３時間以上の耐

火能力を有する扉開放時には，再処理施設の気体廃棄

物の廃棄施設により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすることから，規則要求を満たしているこ

とを確認した。 

【補足説明資料１ 参照】 
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 事業許可基準規則 規則適合性 

＜粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器の共用＞ 

変更後においても，ＭＯＸ粉末を混合酸化物貯蔵容器

に封入する設計とすることにより閉じ込め機能を確保

することに変更はないことから，規則要求を満たして

いることを確認した。 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災又は爆発によ

り加工施設の安全性が損なわれないよう、火災及び爆

発の発生を防止することができ、かつ、消火を行う設

備（以下「消火設備」といい、安全機能を有する施設

に属するものに限る。）及び早期に火災発生を感知する

設備（以下「火災感知設備」という。）並びに火災及び

爆発の影響を軽減する機能を有するものでなければな

らない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に属するものに

限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合にお

いても安全上重要な施設の安全機能を損なわないもの

でなければならない。 

 

＜洞道搬送台車の共用＞ 

洞道搬送台車は，主要材料に不燃性材料を使用する。

さらに，遮蔽体として可燃性材料を使用する設計とす

る。ただし，遮蔽体として可燃性材料を使用する場合

は，不燃性材料で覆う設計とする。また，運転中は監

視状態にあることから万一の火災が発生した場合にお

いても早期の感知及び消火により火災の影響を及ぼす

おそれがないことから，規則要求を満たしていること

を確認した。 

本件も含めて，第５条要求に対する全体的な適合性

は，第５条側で説明する。 

 

＜燃料加工建屋の一部（貯蔵容器搬送用洞道と燃料加

工建屋の境界部に設置する扉）の共用＞ 

共用後においても，貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建

屋の境界部に設置する扉は，燃料加工建屋に設定する

火災区域境界を構成する火災防護設備の防火扉として
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 事業許可基準規則 規則適合性 

の仕様に変更はないことから，規則要求を満たしてい

ることを確認した。 

本件も含めて，第５条要求に対する全体的な適合性

は，第５条側で説明する。 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第六条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定

により算定する地震力（安全機能を有する施設のう

ち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程

度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）

にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による

地震力を含む。）が作用した場合においても当該安全機

能を有する施設を十分に支持することができる地盤に

設けなければならない。 

２ 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安

全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければ

ならない。 

３ 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤

に設けなければならない 

本変更内容は，安全機能を有する施設の地盤の機能を

有する設備等を変更するものではないことから，安全

機能を有する施設の地盤の設計方針等に影響はない。 

 

 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は、地震力に十分に耐

えることができるものでなければならない。 

＜貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部の共用

＞ 

建屋と洞道の接続部は，地震の影響を受けないよう，
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 事業許可基準規則 規則適合性 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれ

がある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因

する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定し

なければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度

によって作用する地震力（以下「基準地震動による地

震力」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ず

るおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。 

建屋間をエキスパンションジョイントにより接続する

ことから，第７条要求を満たす設計であることを確認

した。また，共用後においても，Ｂクラスに応じた静

的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐

える設計に変更はないことから，規則要求を満たして

いることを確認した。 

本件も含めて，第７条要求に対する全体的な適合性

は，第７条側で説明する。 

＜洞道搬送台車の共用＞ 

洞道搬送台車は，ＭＯＸ粉末を封入した混合酸化物貯

蔵容器を搬送するものであるため，台車自体が閉じ込

め機能を有するものではないこと及び台車自体が破損

又は機能喪失した場合でも公衆への放射線の影響が比

較的小さいことから，規則７条２項解釈別記３に規定

する耐震Ｓクラス施設に該当せず，ＭＯＸ粉末を封入

した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う設備であるため，

耐震Ｂクラスが妥当である。 

以上のことから，規則要求を満たしていることを確認

した。 

本件も含めて，第７条要求に対する全体的な適合性

は，第７条側で説明する。 
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 事業許可基準規則 規則適合性 

（津波による損傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安

全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能

が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

本変更内容は，津波による損傷の防止の機能を有する

設備等を変更するものではないことから，津波による

損傷の防止の設計方針等に影響はない。 

 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定される自然現

象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生

した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大

きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象

により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計

基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなけ

ればならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺

において想定される加工施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

本変更内容は，外部からの衝撃による損傷の防止の機

能を有する設備等を変更するものではないことから，

外部からの衝撃による損傷の防止の設計方針等に影響

はない。 
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 事業許可基準規則 規則適合性 

（加工施設への人の不法な侵入等の防止）  

第十条 工場等には、加工施設への人の不法な侵入、 

加工施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その

他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれが

ある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為

（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一

年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正ア

クセス行為をいう。）を防止するための設備を設けなけ

ればならない。 

本変更内容は，加工施設への人の不法な侵入等の防止

の機能を有する設備等を変更するものではないことか

ら，加工施設への人の不法な侵入等の防止の設計方針

等に影響はない。 

（溢水による損傷の防止） 

第十一条 安全機能を有する施設は、加工施設内にお

ける溢水が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

＜貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部の共用

＞ 

加工施設から貯蔵容器搬送用洞道へ溢水が流出しない

設計とする。また，再処理施設においては，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の溢水防護区画の境

界に堰を設けることにより，溢水が流出しない設計と

することから，再処理施設の溢水が流入することはな

い。よって，規則要求を満たしていることを確認し

た。本件も含めて，第 11 条要求に対する全体的な適合

性は，第 11 条側で説明する。 
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 事業許可基準規則 規則適合性 

（誤操作の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は，誤操作を防止す

るための措置を講じたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，容易に操作することができ

るものでなければならない。 

本変更内容は，誤操作の防止の機能を有する設備等を

変更するものではないことから，誤操作の防止の設計

方針等に影響はない。 
 

（安全避難通路等） 

第十三条 加工施設には、次に掲げる設備を設けなけ

ればならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより

容易に識別できる安全避難通路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号

の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源 

本変更内容は，安全避難通路等の機能を有する設備等

を変更するものではないことから，安全避難通路等の

設計方針等に影響はない。 
 

（安全機能を有する施設） 

第十四条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重

要度に応じて、その機能が確保されたものでなければ

ならない。 

２ 安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事

故時に想定される全ての環境条件において、その安全

機能を発揮することができるものでなければならな

い。 

＜貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部の共用

＞ 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容器

搬送用洞道の接続部は，地震，火災及び溢水による影

響を受けないよう，建屋間のエキスパンションジョイ

ントによる接続，加工施設とウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵建屋の境界への３時間以上の耐火能力を

有する扉の設置及びウラン・プルトニウム混合酸化物
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 事業許可基準規則 規則適合性 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を

確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全

に維持するための保守又は修理ができるものでなけれ

ばならない。 

４ 安全機能を有する施設は、クレーンその他の機器

又は配管の損壊に伴う飛散物により、その安全機能を

損なわないものでなければならない。  

５ 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用

し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の加

工施設において共用する場合には、加工施設の安全性

を損なわないものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵建屋内へ堰が設置されることから，加工施設の安

全性を損なわない。 

貯蔵容器搬送用洞道は，貯蔵容器搬送用洞道と燃料加

工建屋との境界部に設置する扉開放時には，加工施設

の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計と

し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵

容器搬送用洞道との境界部に設置する３時間以上の耐

火能力を有する扉開放時には，再処理施設の気体廃棄

物の廃棄施設により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすることから，共用によって加工施設の安

全性を損なわない。 

＜粉末缶の共用＞ 

粉末缶は，共用による仕様（種類，容量及び主要材

料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全管理の方法

に変更はないことから,共用によって加工施設の安全性

を損なわない。 

＜混合酸化物貯蔵容器の共用＞ 

混合酸化物貯蔵容器は，共用による仕様（種類，容量

及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全

管理の方法に変更はないことから,共用によって加工施

設の安全性を損なわない。 

＜洞道搬送台車の共用＞ 
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洞道搬送台車は，１台当たり混合酸化物貯蔵容器を一

時に１体ずつ取り扱う設計とすることで臨界安全設計

を担保することから，共用によって加工施設の安全性

を損なわない。 

＜海洋放出管理系の共用＞ 

加工施設は，海洋放出管理系からの逆流を防止する設

計とすることから，共用によって加工施設の安全性を

損なわない。 

＜第２低レベル廃棄物貯蔵系の共用＞ 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系は，加工施設から発生した雑固体の性状に対して

再処理施設で発生した雑固体と同等のものであること

を確認して保管し，加工施設から発生した雑固体を含

めた場合においても，推定年間発生量に対して必要な

容量を有することから，共用によって加工施設の安全

性を損なわない。 

＜環境試料測定設備，モニタリングポスト，ダストモ

ニタ，積算線量計，放射能観測車及び気象観測設備

の共用＞ 

再処理施設と共用する放射線管理施設は，仕様及び運

用を各施設で同一とし，周辺監視区域等が同一の区域

であることにより，測定結果又は監視結果の共有が図
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れることから，共用によって加工施設の安全性を損な

わない。 

＜個人線量計及びホールボディカウンタの共用＞ 

個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運

用を各施設で統一し，必要な個数を確保することか

ら，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

＜受変電設備の共用＞ 

受変電設備は，加工施設への給電を考慮しても十分な

容量を有する設計とする。また，再処理施設において

機器の破損，故障その他の異常を検知し，再処理施設

の受変電設備から加工施設に受電ができなくなったと

しても，非常用所内電源設備を設けていることから，

共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

＜給水処理設備の共用＞ 

加工施設にろ過水を供給する給水処理設備は，再処理

施設における使用を想定しても，加工施設に十分なろ

過水を供給できる容量を確保でき，故障その他の異常

が発生し，再処理施設からろ過水の供給が停止したと

しても，加工施設の安全性を確保するために必要なろ

過水を保持できる設計であるため，共用によって加工

施設の安全機能を損なわない。 

＜一般蒸気系の燃料貯蔵設備の共用＞ 
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一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，再処理施設と共用

し，再処理施設における使用を想定しても，加工施設

に十分な燃料を供給できる容量を確保し，故障その他

の異常が発生し，再処理施設から燃料油の供給が停止

したとしても，加工施設の安全性を確保するために必

要な燃料油を保持できる設計であるため，共用によっ

て加工施設の安全性を損なわない。 

＜消火水供給設備の共用＞ 

再処理施設と共用する消火水供給設備は，再処理施設

へ消火水を供給した場合においても加工施設で必要な

容量を確保できる。また，消火水供給設備において

は，故障その他の異常が発生し，消火水の供給が停止

した場合でも，安全上重要な施設を設置する室には消

火水を用いない消火手段を設けることから，安全上重

要な施設の安全機能に影響はない。また，燃料加工建

屋及び周辺部の火災については，外部火災影響評価で

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と

していることから，共用によって加工施設の安全性を

損なわない。 

＜人の容易な侵入を防止できる障壁，探知施設，通信

連絡設備及び不正に爆発性又は易燃性を有する物件そ

の他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれ
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がある物件が持ち込まれることの防止に係る設備の共

用＞ 

共用する不法侵入等防止設備は，仕様及び運用を各施

設で同一とし，他施設で異なる運用等を実施した場合

の影響をあらかじめ排除することから，共用によって

加工施設の安全性を損なわない。 

＜緊急時対策所の共用＞ 

緊急時対策所は，それぞれの対策活動ができるよう，

中央制御室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室並びに加工施設の制御室以外の場所に設け，

それぞれの対策活動ができるような広さを有すること

から，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

＜ページング装置及び所内携帯電話の共用＞ 

共用する所内通信連絡設備は，他施設が使用している

ときに，加工施設が使用できなくなるということはな

いことから，共用によって加工施設の安全性を損なわ

ない。 

＜統合原子力防災ネットワーク ＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワーク ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防

災ネットワーク ＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ

の共用＞ 
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共用する所外通信連絡設備は，他施設が使用している

ときに，加工施設が使用できなくなるということはな

いことから，共用によって加工施設の安全性を損なわ

ない。 

＜第１非常用ディーゼル発電機の共用＞ 

第１非常用ディーゼル発電機は，環境モニタリング設

備のモニタリングポスト及びダストモニタへ給電して

も十分な容量を有する設計とする。また，第１非常用

ディーゼル発電機から給電できなくなったとしても，

加工施設の安全上重要な施設の安全機能を損なわない

ため，共用によって加工施設の安全性を損なわない。 

＜共用により追加する設備等＞ 

海洋放出管理系は，検査又は試験並びに保守及び修理

ができる設計とする。 

以上から，規則要求を満たしていることを確認した。 

（設計基準事故の拡大の防止） 

第十五条 安全機能を有する施設は、設計基準事故時

において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさな

いものでなければならない。 

＜洞道搬送台車の共用＞ 

洞道搬送台車に係る設計基準事故の選定検討は，洞道

搬送台車の転倒・逸走による混合酸化物貯蔵容器の落

下であり，転倒・逸走防止対策を施していることか

ら，設計基準事故とする必要はなく，規則要求を満た

していることを確認した。 
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（核燃料物質の貯蔵施設） 

第十六条 加工施設には、次に掲げるところにより、

核燃料物質の貯蔵施設を設けなければならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する

ものとすること。 

二 冷却のための必要な措置が講じられているもので

あること。 

本変更内容は，核燃料物質の貯蔵施設の機能を有する

設備等を変更するものではないことから，核燃料物質

の貯蔵施設の設計方針等に影響はない。 

 

（廃棄施設） 

第十七条 加工施設には、通常時において、周辺監視

区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水

中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、加工

施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を

有する廃棄施設（安全機能を有する施設に属するもの

に限り、放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）を

設けなければならない。 

２ 加工施設には、放射性廃棄物を保管廃棄するため

に必要な容量を有する放射性廃棄物の保管廃棄施設

（安全機能を有する施設に属するものに限る。）を設け

なければならない。 

＜第２低レベル廃棄物貯蔵系の共用＞ 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系は， 200Ｌドラム缶換算で約 55200 本の最大保管

廃棄能力がある。再処理施設から発生した雑固体を含

めた場合においても，推定年間発生量（200Ｌドラム缶

換算で約 1000 本／年）に対して必要な容量を有するた

め，規則要求を満たしていることを確認した。 

【補足説明資料３】 

（放射線管理施設） 

第十八条 工場等には、放射線から放射線業務従事者

を防護するため、放射線管理施設を設けなければなら

本変更内容は，放射線管理施設の機能を有する設備等

を変更するものではないことから，放射線管理施設の

設計方針等に影響はない。 
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ない。 

２ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を

適切な場所に表示できる設備（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）を設けなければならない。 

本変更内容は，放射線管理施設の機能を有する設備等

を変更するものではないことから，放射線管理施設の

設計方針等に影響はない。 

 

（監視設備） 

第十九条 加工施設には、通常時及び設計基準事故時

において、当該加工施設及びその境界付近における放

射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並び

に設計基準事故時における迅速な対応のために必要な

情報を適切な場所に表示できる設備（安全機能を有す

る施設に属するものに限る。）を設けなければならな

い。 

＜モニタリングポスト及びダストモニタの共用＞ 

共用により，モニタリングポスト及びダストモニタの

要求仕様に関する設備変更を行わないことから，規則

要求を満たしていることを確認した。 
 

（非常用電源設備）  

第二十条 加工施設には、外部電源系統からの電気の

供給が停止した場合において、監視設備その他安全機

能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設

備が使用できる非常用電源設備を設けなければならな

い。 

本変更内容は，非常用電源設備の機能を有する設備等

を変更するものではないことから，非常用電源設備の

設計方針等に影響はない。 

（通信連絡設備） 

第二十一条 工場等には、設計基準事故が発生した場

合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよ

う、警報装置（安全機能を有する施設に属するものに

本変更内容は，通信連絡設備の機能を有する設備等を

変更するものではないことから，通信連絡設備の設計

方針等に影響はない。 
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限る。）及び多様性を確保した通信連絡設備（安全機能

を有する施設に属するものに限る。）を設けなければな

らない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合におい

て加工施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信

連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を

設けなければならない。 

本変更内容は，通信連絡設備の機能を有する設備等を

変更するものではないことから，通信連絡設備の設計

方針等に影響はない。 
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